
「
学
制
」
前
文
（
明
治
五
年
）
の
再
検
討

竹

中

暉

雄

は
じ
め
に

「
学
制
」
は
、
近
代
日
本
最
初
の
教
育
法
令
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
準
備
を
し
た
学
制
取
調
掛
の
一
二
名
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
仕

事
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
審
議
過
程
を
記
録
す
る
関
係
史
料
が
出
て
こ
な
い
た
め
に
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）

年
の
皇
居
炎
上
の
際
に
太
政
官
文
書
の
「
過
半
」
が
焼
失
し
、
ま
た
文
部
省
保
管
資
料
の
多
く
も
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
関
東
大

震
災
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
関
係
史
料
は
そ
の
と
き
に
焼
失
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
焼
失
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

残
念
で
は
あ
る
が
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
学
制
取
調
掛
自
身
が
「
学
制
」
起
草
に
関
す
る
文
書
や
回
想
記
録
を
ほ
と
ん

ど
残
さ
ず
、
ま
た
人
に
語
っ
た
形
跡
も
あ
ま
り
な
い
こ
と
は
、
ど
う
に
も
不
思
議
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
学
制
」
の
こ
と
に
は
で
き
れ
ば

も
う
触
れ
た
く
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
学
制
取
調
掛
の
活
動
に
関
す
る
具
体
的
状
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
文
書
か
ら
そ
の

状
況
を
推
測
し
た
う
え
で
、「
学
制
」
前
文
の
文
章
上
お
よ
び
内
容
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
学
制
」
の
条
文
上
の
齟
齬
や
不

統
一
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
条
文
と
同
様
の
問
題
は
前
文
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
学
制
」
の
混
乱
は
、
起
草

場
面
で
の
混
乱
を
仮
定
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
前
文
の
問
題
点
は
、
英
訳
文
と
比
較
対
照
す
れ
ば
な
お
よ
く
見
え
て
く
る
。
当
時
の
文
部
省
自
身
、
前
文
に
含
ま
れ
る
虚
偽
や

誇
張
に
困
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
英
訳
の
仕
方
か
ら
分
か
っ
て
く
る
。

最
後
に
、
明
治
新
政
府
が
そ
の
教
育
面
で
の
出
発
に
当
た
り
、
当
然
主
張
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
学
制
」
前
文
で
〈
私
的
利

益
の
た
め
の
教
育
〉
と
い
う
理
念
を
採
用
し
た
た
め
に
主
張
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
諸
理
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

学
制
取
調
掛
の
仕
事
を
め
ぐ
っ
て

学
制
取
調
掛
の
伝
記
類
や
人
物
研
究
に
お
い
て
は
、
い
ま
も
な
お
「
学
制
」
起
草
に
関
す
る
明
確
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
全
員
に
伝

記
の
類
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
取
調
掛
の
筆
頭
で
あ
る
仏
学
者
・
箕
作
麟
祥
の
伝
記
で
は
ど
う
か
。
明
治
四
年
に
文
部
省
出

仕
、
文
部
大
教
授
、
文
部
少
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
の
記
述
は
あ
っ
て
も
、
学
制
取
調
掛
に
つ
い
て
は
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
す
ら
記
述
さ

れ
て
い
な
い
（
１
）
。
内
閣
修
史
局
が
各
自
に
提
出
さ
せ
た
履
歴
書
に
基
づ
い
て
編
集
し
た
『
百
官
履
歴
』
に
学
制
取
調
掛
で
掲
載
が
あ
る
の

は
箕
作
と
内
田
正
雄
だ
け
で
あ
る
が
、
箕
作
の
履
歴
の
明
治
三
年
〜
一
二
年
は
「
中
略
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
学
制
取
調
掛
に
関
す
る
記

述
は
な
い
（
２
）
。
最
近
の
研
究
で
は
、
箕
作
が
「
学
制
」
に
「
唱
歌
」（
小
学
）
と
「
奏
楽
」（
下
等
中
学
）
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
当
初
か

ら
実
施
の
意
図
も
な
く
「
面
目
上
」
採
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
へ
の
反
論
が
あ
る
（
３
）
。
し
か
し
起
草
責
任
者
と
し
て
の
「
学
制
」

（二）
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へ
の
関
与
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

長
谷
川
泰
の
伝
記
に
も
、
何
の
記
述
も
な
い
（
４
）
。
河
津
祐
之
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
で
は
、
彼
が
箕
作
や
辻
新
次
ら
と
「
翻
訳
起
草

（
マ
マ
）

の
側
面
で
中
心
的
な
役
割
」
を
果
た
し
、
特
に
河
津
が
翻
訳
し
た
「
仏
国
学
制
」
は
「
学
制
」
起
草
の
参
考
に
さ
れ
「
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
」（
５
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
や
は
り
「
学
制
」
起
草
に
貢
献
し
た
こ
と
へ
の
河
津
自
身
に
よ
る
記
録
は
見
つ

か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

に
し
か
た
い
た
る

西
潟
訥
は
、「
学
制
」
前
文
と
い
く
つ
か
の
類
似
点
を
も
つ
重
要
な
文
書
（
大
隈
宛
「
建
白
書
」）
や
大
木
文
部
卿
宛
の
「
学
制
改
革
要

項
（
仮
題
）」
を
残
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
出
身
地
・
新
潟
県
で
編
集
さ
れ
た
近
年
の
人
物
事
典
の
類
に
お
い
て
学
制
取
調
掛
で
あ
っ
た
と

の
記
述
は
あ
る
。
し
か
し
「
学
制
」
起
草
に
関
し
そ
れ
以
上
に
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
（
６
）
。

内
田
正
雄
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
一
二
月
二
日
「
学
制
取
調
掛
被
仰
付
候
事
」
と
の
記
載
が
『
百
官
履
歴
』
に
あ
る
が
、
続
い
て
明

治
五
年
四
月
二
〇
日
に
「
免
本
官
」
と
あ
り
「
同
日

文
部
省
六
等
出
仕
被
仰
付
候
事
」
と
あ
る
（
７
）
。「
学
制
」
発
令
前
の
こ
と
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
瓜
生
寅
は
、「
学
制
」
発
令
直
後
の
明
治
五
年
八
月
九
日
に
辞
任
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
学
制
取
調
掛
が
任
命
さ
れ
た
日

付
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
一
二
月
二
日
に
一
一
名
、
一
九
日
に
一
名
と
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
任
が
解
か
れ
た

の
が
い
つ
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
任
務
終
了
後
に
一
斉
に
解
任
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
こ
の
こ
と
も
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

内
田
正
雄
に
関
す
る
最
近
の
一
〇
七
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
基
礎
研
究
に
お
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
「
学
制
と
内
田
正
雄
の
関
係
は
不
明
の

域
を
出
な
い
」
と
い
う
。
た
だ
『
輿
地
誌
略
』
が
教
科
書
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
学
制
の
精
神
と
内
田
正
雄
の
著
作
に
は
内
的

交
感
が
成
立
し
た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。
し
か
し
指
定
教
科
書
は
内
外
の
も
の
を
含
め
数
多
い
の
で
、
い
ち
い
ち
「
内
的
交
感
」
の

成
立
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

（三）
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で
は
文
部
省
に
二
〇
年
余
り
も
長
期
間
勤
め
、「
文
部
省
の
辻
か
、
辻
の
文
部
省
か
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
辻
新
次
の
伝
記
で
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
本
文
で
は
主
な
事
績
の
第
一
に
明
治
五
年
の
「
小
学
教
則
」「
中
学
教
則
」
編
成
に
「
参
与
」
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
、
学

制
取
調
掛
と
し
て
の
記
述
は
一
行
も
な
い
（
９
）
。
そ
の
「
中
学
教
則
」
に
つ
い
て
最
近
の
研
究
が
、
辻
の
大
木
文
部
卿
宛
書
簡
を
紹
介
し
て

い
る
（
１０
）
。「
フ
ェ
ル
ベ
ッ
キ
尽
力
ニ
て
書
体
も
結
構
ニ
相
成
申
候
、
御
覧
之
上
魯
王
子
へ
御
遣
し
被
下
度
候
」
と
い
う
内
容
で
、「
魯
王
子
」

と
は
明
治
五
年
九
月
に
日
本
訪
問
し
た
ロ
シ
ア
皇
子
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
辻
と
「
学
制
」
と
の
関
わ
り
は

「
教
則
」
を
介
し
て
し
か
判
明
し
な
い
。

辻
の
伝
記
の
年
譜
に
は
、
明
治
四
年
「
文
部
卿
大
木
喬
任
の
下
に
教
育
制
度
の
創
定
に
参
す
」、
明
治
五
年
「〔
学
制
〕
第
二
編
の
取
調

及
び
立
案
は
、
君
専
ら
其
衝
に
当
る
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
（
１１
）
、
し
か
し
肝
腎
の
辻
自
身
は
、「
学
制
」
は
「〔
江
藤
新
平
の
〕
助
言
に
拠
る

所
が
甚
だ
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
」（
１２
）
と
い
う
、
学
制
取
調
掛
の
一
員
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
非
常
に
頼
り
な
い
回
想
し
か
残
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

長
�
と
瓜
生
寅
に
つ
い
て
は
、「
学
制
」
に
関
与
し
た
こ
と
を
自
ら
示
す
資
料
が
見
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
（
後
述
）、
し
か
し
策
定
に
ど

の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か
は
や
は
り
確
認
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
で
、
別
稿
「『
学
制
』（
明
治
五
年
）
の
教
育
理
念
に
関
す
る
諸
問
題
」（
桃
山
学
院
大
学
『
人
間
科
学
』
第

三
二
号
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
で
紹
介
し
た
よ
う
な
、
見
解
の
対
立
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
学
制
取
調
掛
は
任
命
か
ら
わ

ず
か
一
ヵ
月
の
急
速
審
議
に
よ
っ
て
「
学
制
大
綱
」（
第
一
次
伺
）
を
起
草
し
た
と
い
う
見
解
（
井
上
久
雄
）
と
、
そ
れ
は
無
理
な
「
推
論
」

で
あ
り
、
学
制
草
案
の
実
際
の
起
草
者
は
、
実
は
大
木
喬
任
文
部
卿
と
そ
の
側
近
、
と
り
わ
け
学
制
取
調
掛
に
任
命
さ
れ
る
以
前
か
ら
文

部
省
出
仕
と
な
っ
て
い
た
長
�
と
西
潟
訥
と
が
総
括
企
画
者
と
な
っ
て
逐
次
起
草
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
（
倉
澤
剛
）
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
文
部
省
は
以
前
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
欧
米
の
教
育
制
度
の

（四）
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調
査
を
開
始
し
て
お
り
（
１３
）
、
ま
た
「
学
制
大
綱
」
第
一
次
伺
（
明
治
五
年
一
月
）
自
体
が
、「
万
国
学
制
ノ
最
善
良
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
採
リ
内
外

之
便
宜
ヲ
斟
酌
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
次
伺
（
明
治
五
年
三
月
）
も
「
一
般
人
民
ノ
文
明
」
が
国
家
の
「
富
強
安
康
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
も
人
民
を
督
励
し
て
就
学
さ
せ
て
い
る
と
、
外
国
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
学
制
」
は
前
文
も
含
め
欧
米
の
教
育
理
念
・
制
度
の
影
響
を
強
く
受
け
て
起
草
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。「
学
制
の
モ
デ
ル

を
単
一
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
で
も
不
可
能
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（
１４
）
。
ま
た
明
治
五
年
「
小
学
教
則
」
の
教

科
書
が
示
す
徹
底
し
た
「
科
学
重
視
」
の
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
単
純
に
『
仏
国
学
制
』
や
『
和
蘭
学
制
』
の
影
響
だ
け
で
は
片
づ
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
、
そ
れ
は
「
奴
隷
根
情
ノ
人
民
」「
無
学
文
盲
ノ
人
民
」（
中
村
正
直
）
に
対
す
る
啓
蒙
家
た
ち
の
、「
民
衆
啓
蒙

へ
の
熱
意
」
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
１５
）
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
は
、「
学
制
」
は
欧
米
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
の
見
解
に
強
く
反
対

し
、「
学
制
」
は
長
�
が
起
草
し
た
「
学
制
五
篇
」
に
よ
る
と
の
主
張
者
が
現
れ
て
い
た
。
し
か
も
「
試
業
法
」「
給
費
制
度
」「
経
費
維
持

法
」「
学
級
制
度
」
な
ど
す
べ
て
、
主
と
し
て
広
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
制
度
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
主
張
者
は
、
淡
窓
や
咸
宜
園
の
研
究
者
と

し
て
有
名
な
中
島
市
三
郎
で
あ
る
（
１６
）
。

長
�
（
三
洲
）
が
「
学
制
五
篇
」
と
い
う
も
の
を
著
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
墓
碑
銘
や
、
倉
澤
剛
が
長
家
の
史
料
で
確
認
し

た
長
�
自
筆
の
履
歴
書
「
五
年
二
月
五
日

任
文
部
少
丞

学
制
五
篇
ヲ
艸
ス
」（
１７
）
で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
彼
は
学
制
取
調
掛
と
し
て

「
学
制
」
起
草
の
準
備
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
学
制
」
案
を
何
か
作
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
は
特
に
不
思
議
な
こ
と

で
は
な
い
（
１８
）
。
問
題
は
、
そ
の
「
学
制
五
篇
」
が
実
際
の
「
学
制
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
つ
ま
り
ど
れ
ほ
ど
の
類
似
性
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
中
島
の
以
下
の
文
は
、「
学
制
五
篇
」
の
内
容
が
判
明
し
て
い
な
い
以
上
、
あ
ま
り
論
証
的
で
は
な
い
。

（五）
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「
学
制
々
定
の
動
機
は
長
�
先
生
の
上
書
し
た
学
制
五
篇
に
基
因
し
て
ゐ
る
こ
と
は
既
に
確
か
で
あ
る
。
長
�
先
生
の
上
書
し
た
学

（
マ
マ
）

制
五
篇
の
内
容
は
全
く
淡
窓
先
生
の
宜
園
制
度
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
明
治
五
年
に
制
定
さ
れ
た
学
制
の
内
容
は
主
と
し
て

日
田
の
咸
宜
園
制
度
に
拠
つ
た
も
の
で
あ
る
」

明
治
初
年
は
「
皇
道
主
義
」
な
の
に
フ
ラ
ン
ス
を
真
似
る
な
ど
「
あ
り
得
な
い
」
と
か
（
１９
）
、「
此
の
学
制
五
篇
が
木
戸
孝
允
公
に
よ
つ
て

採
用
さ
れ
」
と
か
も
同
様
で
（
木
戸
は
当
時
、
岩
倉
使
節
団
副
使
と
し
て
海
外
に
い
た
）、
説
得
的
で
は
な
い
。

い
ん
し
つ
ろ
く

中
島
市
三
郎
は
ま
た
、
修
身
教
科
書
と
し
て
『
和
語
陰
隲
録
』
が
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
学
制
」
の
内
容
が
咸
宜
園
に
拠
る
こ
と

を
「
雄
弁
に
」
語
っ
て
い
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
書
こ
そ
広
瀬
淡
窓
の
第
一
の
愛
読
書
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
淡
窓
は

病
気
療
養
中
の
一
九
歳
の
と
き
に
同
書
を
読
み
、「
美
事
を
為
し
て
天
助
を
祈
ろ
う
と
思
っ
た
」
と
い
う
（
２０
）
。
他
方
文
部
省
は
、
明
治
六
年

四
月
二
九
日
に
、
課
業
書
不
足
と
い
う
理
由
も
あ
っ
て
追
加
の
「
小
学
用
書
目
録
」
を
布
達
し
て
お
り
（
布
達
五
八
号
）、
そ
の
中
の
「
修

身
之
部
」
三
冊
の
う
ち
に
は
『
和
語
陰
隲
録
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
陰
隲
」（
正
確
に
は
「
陰
�
」）
と
は
、「
天
が
冥
々
の
中
に
あ
っ
て

ひ
そ
か
に
下
民
を
安
定
す
る
こ
と
」（
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』）「
天
帝
が
ひ
そ
か
に
人
間
の
行
為
を
み
て
、
禍
福
を
下
す
こ
と
」（『
広

辞
苑
』）
で
あ
る
。
明
の
時
代
の
袁
了
凡
が
そ
の
子
に
教
訓
を
与
え
た
物
語
書
が
『
陰
隲
録
』
で
、
そ
れ
を
江
戸
中
期
の
無
名
上
人
が
和
訳

し
た
（
２１
）
。
こ
の
書
が
小
学
校
の
教
科
書
に
指
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
あ
る
い
は
長
の
推
薦
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
同
目
録
お
よ
び
「
小
学
教
則
」（
明
治
五
年
九
月
文
部
省
布
達
番
外
）
に
は
福
沢
諭
吉
の
も
の
を
含
め
洋
学
系
教
科
書
が
多
数
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
冊
の
こ
と
だ
け
で
「
学
制
」
の
全
体
が
長
あ
る
い
は
咸
宜
園
に
拠
る
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
か
っ

た
。

（六）
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ひ
さ
よ
し

と
こ
ろ
で
「
学
制
五
篇
」
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
島
市
三
郎
の
論
考
が
興
味
深
い
の
は
、
長
�
の
長
男
で
あ
る
長
壽
吉
（
九

州
帝
国
大
学
法
文
学
部
教
授
）
の
「
序
」
が
そ
れ
に
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
学
制
五
篇
」
を
「
珍
蔵
」
し
て
い
た
が
「
震
災
」

（
一
九
二
三
年
）
の
た
め
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
「
三
洲
が
学
制
を
草
す
る
に
当
り
て
之
を
咸
宜
園
の
古
制
に
法
り
た
り
し
事
は
疑

ふ
の
余
地
な
し
」
と
い
う
（
２２
）
。

「
学
制
」
の
モ
デ
ル
が
咸
宜
園
に
あ
る
と
い
う
中
島
説
は
そ
の
子
の
中
島
三
夫
に
引
き
継
が
れ
、
両
者
の
類
似
点
が
例
え
ば
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
（
２３
）
。

「
被
仰
出
書
」
―
「
人
々
す
べ
て
そ
の
身
を
治
、
知
を
開
き
、
才
芸
を
長
ず
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
学
校
は
そ
の
為
に
あ
る
の
だ
か

ら
自
分
の
立
身
出
世
の
為
に
み
ん
な
残
ら
ず
入
学
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

「
広
瀬
淡
窓
の
思
想
」
―
「
書
を
読
む
は
日
用
の
為
な
り
、
吾
が
学
問
す
る
は
日
用
に
供
せ
ん
が
た
め
な
り
（
夜
雨
寮
筆
記
卷
二
）「
我

が
学
問
す
る
は
唯
己
が
身
の
為
に
す
る
な
り
。
己
が
身
に
切
な
ら
ざ
る
こ
と
は
こ
れ
を
除
き
、
己
に
益
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
と
る

弟
子
を
教
ゆ
る
も
ま
た
か
く
の
如
し
」（
同
巻
三
）

し
か
し
朱
子
学
派
に
近
い
儒
学
者
の
い
う
「
己
が
身
の
為
」
の
学
問
、
つ
ま
り
「
天
命
を
畏
敬
し
、
天
意
の
我
に
到
達
せ
る
を
自
覚
し
、

さ
ら
に
勉
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を
追
求
す
る
」「
敬
天
」
の
た
め
の
学
問
と
（
２４
）
、
自
己
の
「
立
身
出
世
」
の
た
め
の
学
問
と
を
同
列
に
論
じ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
学
制
」
草
案
の
全
一
二
一
章
、
そ
し
て
実
際
に
発
令
さ
れ
た
「
学
制
」
全
一
〇
九
章
も
、
実
際
に
は
「
大
中
小
学
区
之
事
」

「
学
校
之
事
」「
教
員
ノ
事
」「
生
徒
及
試
業
ノ
事
」「
海
外
留
学
生
規
則
ノ
事
」「
学
費
ノ
事
」
の
六
部
分
に
分
か
れ
て
お
り
、「
五
編
」
で

（七）
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は
な
か
っ
た
。
し
か
し
倉
澤
剛
は
長
�
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
「
五
編
」
に
区
分
し
た
か
を
い
ろ
い
ろ
推
測
し
て
、
何
れ
に
し
て
も
「
学

制
五
篇
」
と
は
学
制
草
案
を
「
指
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
強
引
に
断
定
し
、
そ
し
て
長
を
「
総
括
起
草
者
」
と
位
置
づ
け
た
（
２５
）
。

「
学
制
」
研
究
に
お
い
て
多
く
の
点
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
倉
澤
剛
と
井
上
久
雄
で
あ
る
が
、
井
上
は
長
�
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
る

『
文
部
省
学
制
原
案
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
を
見
た
う
え
で
、
中
島
市
三
郎
の
説
に
対
し
て
「
学
制
原
案
を
分
析
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ

る
が
、
学
制
は
長
の
名
文
達
筆
と
は
ほ
ど
遠
い
」
と
の
反
論
を
私
信
（
一
九
六
三
年
一
二
月
一
二
日
）
で
寄
せ
て
い
た
と
い
う
（
２６
）
。

そ
れ
に
反
論
す
る
た
め
に
中
島
三
夫
が
、「〔
長
が
〕
学
制
創
立
を
自
ら
述
べ
た
新
資
料
」（
２７
）
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、「
小
生
文
部
ニ

居
候
時
始
て
学
制
ヲ
創
立
致
候
は
小
生
ト
同
人
ニ
て
設
立
候
事
ニ
有
之
候
文
才
も
有
之
翻
訳
之
業
抔
ハ
大
ニ
長
し
居
候
」
と
の
文
章
を
含

む
品
川
弥
二
郎
宛
書
簡
（
国
会
図
書
館
所
蔵
「
品
川
弥
二
郎
文
書
」
分
類
番
号687-1

）
で
あ
る
（
２８
）
。

う
り
ゅ
う
は
じ
め

文
中
「
同
人
」
と
あ
る
の
は
、
瓜
生

寅
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
文
部
の
翻
訳
を
し
て
い
た
瓜
生
が
組
織
改
革
で
職
を
失
っ
た

の
で
、
今
度
設
置
さ
れ
た
農
商
務
省
で
使
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
就
職
斡
旋
依
頼
状
で
あ
り
、
上
記
引
用
個
所
は
瓜
生
が
「
十
分
御

用
ニ
相
立
候
人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
個
所
で
あ
る
。
長
と
瓜
生
と
二
人
だ
け
で
「
学
制
」
を
「
設
立
」
し
た
と
い
う
の
は
事
実

に
反
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
瓜
生
に
「
文
才
」
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
必
要
な
表
現
だ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
学
制
取
調
掛
で
あ
っ
た
人
物
が
自
ら
「
学
制
」
へ
の
関
与
を
述
べ
て
い
る
数
少
な
い
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
五
年
四
月
二
八
日
付
と
し
て
『
三
洲
長
�
著
作
選
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
書
簡
、
極
め
て
奇
妙
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
こ
ろ
は
、
長
も
瓜
生
も
ま
さ
に
現
職
の
学
制
取
調
掛
と
し
て
起
草
作
業
の
真
最
中
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
書
簡
自
体
の
日
付
は

「
四
月
廿
八
日
」
の
み
で
年
の
記
入
は
な
い
。
状
袋
の
宛
名
に
は
「
品
川
少
輔
殿
」
と
あ
る
。
実
は
文
中
に
出
て
く
る
農
商
務
省
が
新
設
さ

れ
た
の
は
明
治
一
四
年
四
月
七
日
で
あ
り
、
品
川
は
翌
年
六
月
一
三
日
に
同
省
の
少
輔
か
ら
大
輔
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
こ
の
書

（八）
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簡
は
、
明
治
五
年
で
は
な
く
明
治
一
四
年
の
四
月
二
八
日
の
も
の
で
あ
っ
た
（
２９
）
。

瓜
生
寅
の
「
自
筆
履
歴
」（
３０
）
に
よ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
明
治
一
二
年
一
一
月
一
八
日
に
「
工
部
省
御
用
掛
准
奏
任
月
給
百
円

大
阪
鉄
道
局
在
勤
」
と
な
る
が
二
七
日
に
は
依
願
退
職
し
、
一
五
年
六
月
二
二
日
に
日
本
鉄
道
会
社
に
月
給
一
五
〇
円
で
雇
用
さ
れ
る
ま

で
の
空
白
期
間
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
、「
月
俸
ハ
・
・
・
七
八
十
円
よ
り
百
円
迄
に
て
も
可
」
と
長
が
就
職
斡
旋
依
頼
す
る
話
と
合
う
。

し
か
し
そ
の
斡
旋
も
奏
功
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
不
可
解
な
の
は
、
文
部
省
で
翻
訳
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
に
組
織
改
革
で
そ
の
職

を
失
っ
た
と
い
う
長
の
説
明
で
あ
る
。
瓜
生
が
文
部
少
教
授
と
し
て
文
部
省
編
輯
局
で
「
著
述
ニ
従
事
」
し
て
い
た
の
は
、
明
治
四
年
七

月
二
七
日
か
ら
で
、
九
月
二
四
日
に
改
め
て
文
部
少
教
授
に
任
じ
ら
れ
大
学
南
校
教
場
掛
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
二
月
二
日
に
学
制

取
調
掛
に
任
命
さ
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
明
治
五
年
八
月
九
日
に
文
部
省
を
辞
職
し
て
大
蔵
省
五
等
出
仕
と
な
っ
て
い
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
制
取
調
掛
で
あ
っ
た
長
�
が
「
学
制
五
編
」
を
著
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
特
に
疑
念
は
な
い
。
重
要
な
こ
と

は
、「
学
制
」
の
草
案
や
現
実
の
条
文
と
ど
れ
ほ
ど
類
似
し
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
履
歴
書
の
「
学
制
五
篇
ヲ
艸
ス
」
以
外
に
起
草
の
際
の

下
書
き
も
メ
モ
類
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

し
か
し
「
学
制
」
策
定
を
過
度
に
長
�
一
人
の
功
績
に
し
て
し
ま
う
と
、
他
の
学
制
取
調
掛
の
仕
事
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
、
矛
盾
だ
ら
け
で
条
文
や
見
出
し
の
表
記
さ
え
も
未
整
理
、
し
か
も
大
量
の
「
誤
謬
」
を
含
ん
だ
「
学
制
」
の
責

任
を
、
漢
学
・
書
画
の
大
家
で
あ
っ
た
長
�
一
人
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
も
な
る
。「
学
制
」
の
文
章
に
つ
い
て
は
、「
長
の
名
文
達
筆
と

は
ほ
ど
遠
い
」
と
い
う
井
上
久
雄
の
判
断
の
ほ
う
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
背
景
の
多
様
な
多
く
の
人
間
が
何
か
異
常
な
混
乱
状
況
の
な
か
で

制
定
を
迫
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
ミ
ス
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

学
制
取
調
掛
だ
っ
た
人
間
が
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
自
ら
記
録
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
う
一
人
は
、
実
は
長
�
が
就
職

斡
旋
を
し
て
い
た
瓜
生
寅
で
あ
る
。
長
崎
で
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
英
学
を
学
ん
だ
福
井
藩
士
・
瓜
生
の
自
筆
「
履
歴
」
か
ら
、
関
連
個
所
を
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抜
書
き
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
四
年
九
月
二
四
日

文
部
少
教
授
・
大
学
南
校
教
場
掛
、「
是
ヨ
リ
教
育
ノ
革
新
に
従
事
ス
」

一
一
月
一
四
日

兼
南
校
事
務
掛

一
二
月
九
日

文
部
省
七
等
出
仕
、
南
校
と
本
省
を
兼
務
。「
以
来
学
制
教
則
新
設
ニ
従
事
ス
」

（
マ
マ
）

明
治
五
年
二
月
一
〇
日

文
務
六
等
出
仕
、「
同
日
本
省
事
務
専
務
ヲ
命
セ
ラ
ル
学
制
既
ニ
発
布
教
則
已
ニ
成
シ
故
ア
リ
文
部
ヲ
辞
ス
」

八
月
九
日

大
蔵
省
五
等
出
仕

「
印
紙
ヲ
新
設
ス
」

瓜
生
は
他
の
七
名
と
と
も
に
明
治
四
年
一
二
月
二
日
に
学
制
取
調
掛
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
記
述
は
な
い
。
し
か

し
一
二
月
九
日
の
項
に
「
以
来
学
制
教
則
新
設
ニ
従
事
」
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
履
歴
」
の
書
き
方
で
は
、
明
治
五
年
二
月
一
〇
日
に
文

部
省
を
辞
職
し
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
し
か
し
「
学
制
既
ニ
発
布
」
と
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
漢
詩
の
末
尾
の
記
述
か
ら
、
辞
職
は
八
月

九
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
八
月
二
日
に
「
学
制
」
が
発
令
さ
れ
た
直
後
に
「
故
ア
リ
文
部
ヲ
辞
ス
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

瓜
生
寅
が
安
政
五
年
（
一
七
歳
）
か
ら
明
治
四
四
年
（
七
〇
歳
）
ま
で
に
作
っ
た
漢
詩
の
中
に
、
実
は
「
学
制
」
に
関
連
す
る
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
山
下
英
一
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
３１
）
。
そ
の
う
ち
の
一
編
は
、
明
治
四
年
、
瓜
生

三
〇
歳
の
と
き
の
「
奉
命
立
学
制

定
教
則
」
と
い
う
説
明
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
長
�
の
場
合
の
「
学
制
五
篇
ヲ
艸
ス
」
と
い
っ
た
素

っ
気
な
い
記
録
と
は
違
っ
て
、
か
な
り
リ
ア
ル
な
資
料
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、
瓜
生
寅
『
梅
村
枯
葉
集
』
写
本
（
前
出
）
に
拠
っ
て

い
る
が
、
明
ら
か
に
間
違
い
と
思
わ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
文
字
を
〔

〕
内
に
併
記
し
た
。

（十）
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遥
々
数
百
載

戦
国
存
余
習

幕
府
興
国
学

専
為
民
上
級

中
興
日
猶
浅

依
然
猶
因
襲

所
以
学
問
事

高
尚
只
是
執

虚
文
無
実
用

民
庶
不
欲
入

教
之
非
其
道

適
以
破
素
業

国
家
布
教
化

宣
〔
宜
〕
図
其
普
及

家
無
不
学
子

国
無
不
学
区

如
斯
能
事
畢

列
国
可
並
立

聖
明
今
在
上

徳
化
万
民
協

爰
命
立
学
制

教
則
亦
可
踏

盛
哉
文
明
運

伏
竜
破
其
蟄

数
百
年
も
続
い
た

戦
国
以
来
の
因
習
残
り

幕
府
が
興
し
た
学
問
は

専
ら
上
級
民
の
た
め
の
も
の

維
新
後
ま
だ
日
浅
く

因
習
な
お
残
る

学
問
を
す
る
理
由
は

高
尚
の
み
に
捉
わ
れ

虚
学
で
実
用
性
な
く

た
め
に
庶
民
は
学
ぼ
う
と
せ
ず

こ
れ
を
教
え
て
も
道
に
は
合
わ
ず

ま
さ
に
生
業
か
ら
外
れ
る

い
ま
国
家
が
教
育
を
広
め

宜
し
く
そ
の
普
及
を
図
る
べ
し

家
に
不
学
の
子
無
く

国
に
不
学
の
地
無
し

こ
う
な
れ
ば
為
す
べ
き
こ
と
す
べ
て
終
わ
り

列
国
と
並
立
可
能

い
ま
や
天
子
が
上
に
あ
り

万
民
の
徳
化
が
か
な
う

（十一）
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こ
こ
に
命
じ
ら
れ
学
制
を
立
て

教
則
に
も
従
う
べ
し

盛
ん
な
る
や
文
明
巡
り

潜
み
し
竜
も
い
ま
地
上
へ
と
出
ず

倉
澤
剛
が
「
学
制
」
の
「
総
括
起
草
者
」
と
推
定
し
た
の
は
長
�
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
人
「
総
括
企
画
者
」
と
し
て
長
と
と
も
に
重

視
し
た
の
は
、
大
隈
宛
「
建
白
書
」
を
残
し
て
い
た
西
潟
訥
で
あ
り
（
３２
）
、
西
潟
有
力
説
に
賛
同
す
る
研
究
書
も
あ
る
（
３３
）
。

し
か
し
、
こ
の
瓜
生
寅
の
漢
詩
も
ま
た
、
従
来
の
虚
学
を
廃
し
実
学
を
重
視
し
、
民
衆
の
た
め
の
学
問
を
普
及
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
ま
た
「
家
無
不
学
子

国
無
不
学
区
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
含
ん
で
い
る
点
に
お
い
て
、「
学
制
」
前
文

と
の
類
似
性
を
無
視
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
の
漢
詩
は
「
学
制
」
前
文
と
は
違
っ
て
、
天
皇
の
国
家
が
教
育
を
普
及
さ
せ
、
そ
の
目
的
は
列
国
と
の
並
立
で
あ
り
、
潜

ん
で
い
た
竜
は
い
ま
文
明
世
界
へ
と
飛
躍
す
る
と
い
う
、
国
家
的
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
第
一
次
・
二
次

の
「
学
制
大
綱
」
が
国
家
の
「
富
強
安
康
」
の
た
め
に
「
世
ノ
文
明
」「
人
ノ
才
芸
」
を
「
進
長
」
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
た
の

と
似
て
お
り
、
教
育
の
目
的
を
私
的
利
益
に
お
い
た
「
学
制
」
前
文
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
明
治
五
年
八
月
二
日
、「
学
制
」
の
発
令
を
迎
え
る
。
瓜
生
は
ど
う
し
た
か
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
七
日
後
の
八
月
九
日

に
文
部
省
を
去
っ
て
大
蔵
省
出
仕
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
筆
「
履
歴
」
に
は
、「
学
制
既
ニ
発
布
教
則
已
ニ
成
シ
故
ア
リ
文
部
ヲ
辞
ス
」

と
あ
っ
た
。
山
下
英
一
が
「
発
布
を
待
た
ず
し
て
文
部
省
を
辞
職
」
と
し
て
履
歴
に
「
食
い
違
い
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
の
は
（
３４
）
、「
学

制
」
発
令
日
を
「
明
治
五
年
九
月
」
と
誤
認
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
瓜
生
寅
は
「
学
制
」
発
令
の
わ
ず
か
七
日
後
に
、
ど
の
よ
う
な
「
故

ア
リ
」
で
文
部
省
を
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
の
心
境
を
表
現
し
た
の
が
、
次
の
漢
詩
で
あ
る
。
彼
に
は
、
嘆
く
べ
き
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
（
な
お
〔

〕
内
は
正
字
と
思
わ
れ
る
文
字
。〈

〉
内
は
山
下
英
一
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本
』
で
の
引
用
に
よ
る
）。

（十二）
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自
歎

時
余
将
退
文
部
省

憶
昨
始
興
家
〔
学
〕

所
守
〈
学
〉
簡
与
質

家
〔
学
〕
期
適
日
用

室
無
曳
裾
匹

漁
童
与
樵
青

操
作
〈
伉
〉
皆
真
率

綽
々
有
餘
裕

衆
務
無
疎
失

喉
過
熱
易
忘

時
去
操
乃
佚

游
戯
加
交
友

虚
飾
営
華
室

食
客
来
仰
蔭

奴
婢
森
成
列

員
冗
日
生
事

文
繁
日
遂
未

執
務
無
責
任

操
作
無
規
律

怨
嗟
時
到
耳

費
多
事
却
窒
〈
室
〉

経
綸
負
初
心

惨
澹
思
〈
忍
〉
往
日

思
之
夜
不
眠

簾
鈎
懸
落
日

八
月
九
日
退
文
部
入
大
蔵

自
ら
を
嘆
く

時
に
我
将
に
文
部
省
を
退
か
ん
と
す

思
う
に
先
ご
ろ
初
め
て
学
を
興
し

守
る
と
こ
ろ
は
簡
と
質
な
り

学
ぶ
は
日
用
に
適
う
を
期
し

部
屋
で
裾
を
引
き
ず
る
輩
な
し

漁
童
と
樵
青

仕
事
は
総
て
真
面
目

綽
々
と
し
て
餘
裕
あ
り

業
務
に
抜
か
り
失
敗
な
し

喉
元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
忘
れ
易
く

時
が
た
て
ば
節
操
す
な
わ
ち
消
失

遊
戯
に
加
え
て
交
友

虚
飾
し
て
華
室
を
営
む

食
客
来
り
て
助
け
を
頼
み

奴
婢
森
の
如
く
列
を
成
す

員
冗
り
て

日
々
事
を
生
じ

文
（
か
ざ
り
）
繁
く
て

日
々
未
だ
進
ま
ず

（十三）
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執
務
は
無
責
任

仕
事
は
無
規
律

怨
嗟
の
声
が
時
に
は
聞
こ
え

経
費
か
か
り

却
っ
て
事
は
捗
ら
ず

方
針
は
初
心
に
背
き

惨
澹
と
し
て
過
ぎ
し
日
を
偲
ぶ

こ
れ
を
思
っ
て
夜
も
眠
れ
ず

簾
鈎
を
落
日
に
懸
け
る

理
解
し
に
く
い
個
所
も
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
五
句
目
に
唐
突
に
出
て
く
る
「
漁
童
与
樵
青
」。「
漁
童
」
と
「
樵
青
」
と
は
、
唐
の

道
士
・
張
志
和
が
帝
か
ら
賜
っ
た
奴
婢
を
夫
婦
と
し
、
そ
の
夫
婦
に
付
け
た
名
前
で
あ
る
。
旧
藩
士
族
・
瓜
生
の
教
養
の
広
さ
に
驚
か
ざ

る
を
え
な
い
が
、『
新
唐
書
』「
隠
逸
列
伝
一
二
」
に
わ
ず
か
一
行
「
帝
嘗
賜
奴
婢
各
一
志
和
配
為
夫
婦
号
漁
童
樵
青
」
と
し
か
出
て
こ
な

い
故
事
な
の
で
（
３５
）
、「
漁
童
」
と
「
樵
青
」
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
何
も
分
か
ら
ず
、
当
然
、
瓜
生
の
詩
で
登
場
し
て
く
る
必
然
性

が
理
解
で
き
な
い
。
た
だ
以
下
に
続
く
句
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
真
面
目
な
働
き
者
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
の
事
で
あ
ろ
う
。

ま
た
最
終
句
の
「
簾
鈎
懸
落
日
」
も
理
解
し
が
た
い
。
夕
日
に
ス
ダ
レ
を
懸
け
て
外
界
と
距
離
を
お
く
と
い
う
心
境
を
表
現
し
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
ス
ダ
レ
を
巻
き
上
げ
て
お
く
留
め
金
の
「
簾
鈎
」
を
落
日
に
懸
け
る
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
実
は
こ
の
句

は
、
杜
甫
の
「
落
日
」
の
初
句
「
落
日
在
簾
鈎
」
を
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
詩
は
「
渓
辺
春
事
幽
」
と
続
き
、
夕
日
が
ス
ダ
レ

の
留
め
金
の
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
く
る
こ
ろ
、
当
時
彼
が
住
ん
で
い
た
浣
花
渓
の
ほ
と
り
で
人
と
雀
と
虫
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い

る
春
の
農
村
の
静
か
で
の
ど
か
な
風
景
を
描
い
て
い
く
（
３６
）
。〈
憂
愁
〉
の
詩
人
に
は
珍
し
く
穏
や
か
な
心
境
を
詠
ん
だ
詩
が
、
お
よ
そ
場
違

い
な
心
理
的
場
面
で
利
用
さ
れ
て
い
る
（
３７
）
。

し
か
し
本
稿
で
重
要
な
こ
と
は
、
瓜
生
が
ど
の
よ
う
な
心
境
で
文
部
省
を
去
っ
た
の
か
、
彼
が
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
読
み
取

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
学
制
取
調
掛
の
仕
事
ぶ
り
に
立
腹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
初
こ
そ
余
裕
を
も
っ
て
真
面
目
に
仕
事
に
取
り
組

（十四）
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み
、
手
抜
か
り
や
失
敗
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
節
操
は
消
え
仕
事
は
乱
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
客
が
来

て
援
助
を
求
め
、
人
数
ば
か
り
多
く
て
日
々
揉
め
事
が
生
ま
れ
、
無
責
任
、
無
規
律
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
怨
嗟
の
声
も
聞
こ
え
、
方
針
は
初
心
に
反
す
る
よ
う
に
な
り
、
夜
も
眠
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。

「
経
綸
負
初
心
」
と
い
う
句
は
、
西
潟
訥
が
「
天
下
ノ
富
強
」
の
た
め
に
と
大
隈
重
信
に
建
白
し
、「
学
制
大
綱
」
も
そ
う
論
じ
、
そ
し

て
瓜
生
も
ま
た
共
感
し
て
い
た
国
家
的
な
教
育
目
的
、
つ
ま
り
列
強
諸
国
と
対
峙
で
き
る
よ
う
な
国
家
を
作
る
た
め
の
学
問
と
い
う
壮
大

な
理
念
が
、
最
終
的
に
は
個
人
の
立
身
・
治
産
・
昌
業
の
た
め
と
い
う
情
け
な
く
も
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
「
学
制
」
前
文
に
変
え
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
失
望
の
念
を
表
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
う
〈
証
言
〉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
瓜
生
寅
た
だ
一
人
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
が
事
実
な
の
か
ど
う

か
は
確
認
の
仕
様
が
な
い
。
け
れ
ど
も
瓜
生
が
ま
っ
た
く
の
虚
偽
を
意
識
的
に
詩
に
す
る
と
い
う
必
要
性
も
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

も
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
の
「
誤
謬
」
や
齟
齬
を
残
し
た
ま
ま
そ
れ
こ
そ
「
無
責
任
」
に
も
「
学
制
」
が

発
令
さ
れ
、
そ
の
直
後
か
ら
訂
正
が
繰
り
返
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
な
ぜ
学
制
取
調
掛
だ
っ
た
人
物
が
自
分
の
任

務
の
こ
と
に
あ
ま
り
触
れ
た
が
ら
な
か
っ
た
の
か
、
よ
く
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
田
中
不
二
麻
呂
も
、「
学
制
」
は
「
悉
ク

仏
蘭
西
ノ
制
度
ニ
倣
フ
タ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
」（
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
『
大
木
喬
任
文
書
・
書
類
』「
談
話
筆
記
・
下
」）
と
、
取
調
掛

の
仕
事
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
。
議
事
録
な
ど
は
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

二

「
学
制
」
前
文
が
含
む
諸
問
題

「
学
制
」
条
文
が
欠
陥
だ
ら
け
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
岩
倉
使
節
団
の
渡
欧
中
に
留
守
政
府
が
大
急
ぎ
で
発
令
・
施
行
し
た
か
ら

（十五）

「学制」前文（明治五年）の再検討

－３０８－



で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
上
に
、
瓜
生
が
漢
詩
に
残
し
た
よ
う
な
学
制
取
調
掛
の
状
況
が
真
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

「
学
制
」
の
前
文
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

有
名
な
「
必
ス
邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ
人
ナ
カ
ナ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
含
ま
れ
て
い
る
前
文
は
、
明
治

新
政
府
の
教
育
に
対
す
る
抱
負
を
表
現
し
た
「
堂
々
た
る
も
の
」
と
称
賛
さ
れ
（
３８
）
、「
驚
く
ほ
ど
民
主
的
な
教
育
目
的
の
記
述
」
が
ア
メ
リ

カ
人
に
注
目
さ
れ
（
３９
）
、
Ｈ
・
パ
ッ
シ
ン
か
ら
も
「
リ
ベ
ラ
ル
派
の
勝
利
」
を
示
す
「
偉
大
な
歴
史
的
文
書
」（４０
）
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
は
前
文
に
も
、
条
文
と
同
様
の
粗
雑
さ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
表
現
お
よ
び
内
容
の
双
方
に
お
い
て
、
事
前
に
慎
重
に
検

討
さ
れ
る
べ
き
法
令
の
文
章
と
し
て
は
か
な
り
不
適
切
な
問
題
点
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
前
文
が
、
も
し
井
上
久
雄
が
理
解
し
て
い
た
よ
う
な
「
天
皇
の
勅
語
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
起
草
者
や
文
部
省
の
責
任
は

さ
ぞ
か
し
重
大
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
（「
学
制
」
前
文
の
法
令
上
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「『
学
制
』
に
関
す
る
諸
問
題
―
公

布
日
、
頒
布
、
序
文
の
呼
称
・
正
文
に
つ
い
て
」
桃
山
学
院
大
学
『
人
間
科
学
』
第
三
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
一
月
、
参
照
）。

と
こ
ろ
で
別
稿
「
外
国
人
か
ら
見
た
『
学
制
』（
明
治
五
年
）」（
桃
山
学
院
大
学
『
国
際
文
化
論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
外
国
人
や
外
国
紙
が
「
学
制
」
と
い
う
制
度
の
単
な
る
紹
介
を
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
時
と
し
て
は
無
理
も

な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
誤
解
や
混
乱
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
外
国
紙
が
「
学
制
」
前
文
の
内
容
ま
で
紹
介
し
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
し
か
し
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』（
一
八
七
三
年
三
月
一
五
日
）
は
、
そ
れ
を
行

な
っ
て
い
る
数
少
な
い
事
例
で
あ
る
。
日
本
文
の
良
し
悪
し
を
検
討
す
る
に
は
、
外
国
語
で
は
ど
う
表
現
で
き
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
考

え
る
と
有
効
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
事
を
手
が
か
り
に
検
討
を
試
み
て
み
る
。

同
紙
が
な
ぜ
「
学
制
」
前
文
ま
で
論
評
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
言
え
ば
、
日
本
に
新
し
い
教
育
制
度
を
確
立
す
る
と
い
う
日
本
政
府

の
布
告
（「
学
制
」）
を
、
森
有
礼
駐
米
公
使
が
ア
メ
リ
カ
教
育
当
局
の
た
め
に
英
訳
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
同
社
の
ワ
シ
ン

（十六）
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ト
ン
通
信
員
は
、「
極
め
て
特
異
な
（pecu

liar

）
人
び
と
の
と
て
も
興
味
深
く
特
異
な
（pecu

liar

）
著
作
物
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
第
一
印
象
と
は
、「
極
め
て
長
っ
た
ら
し
く
（qu

ite
len

gth
y

）」、
要
領
の
よ
い
起
草
者
な
ら
一
〇
枚
も
あ
れ
ば
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
に
、
草
稿
三
五
枚
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
４１
）
。
文
の
多
く
は
意
味
が
「
や
や
不
明
瞭
」（som

ew
h

at

obscu
re

）
で
、
こ
の
通
信
員
が
使
っ
た
比
喩
に
よ
れ
ば
、
伝
書
鳩
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
郵
便
手
段
で
、
し
か
し
電
信
の
代
わ
り
と
し
て
は

悪
く
な
い
代
用
品
で
あ
っ
た
時
代
に
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
が
作
品
の
中
で
ア
ス
タ
ル
テ
女
王
に
さ
せ
る
よ
う
な
質
問
、「
手
紙
を
持
た
ず
に
飛

ん
で
い
る
な
ん
て
、
お
前
た
ち
、
な
ん
と
い
う
鳩
な
の
？
」
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
４２
）
。

「
学
制
」
前
文
は
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
把
握
で
き
る
の
で
、〈
手
紙
を
持
た
な
い
伝
書
鳩
〉
と
い
う
ほ
ど
内
容
空
虚
で
は
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、「
学
制
」
前
文
が
い
ろ
い
ろ
形
式
的
・
内
容
的
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。

記
事
に
登
場
す
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（
一
八
〇
四
〜
一
八
八
一
）
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
と
親
密
で
あ
っ
た
保
守
党

の
領
袖
で
あ
り
、
数
多
く
の
名
言
を
残
し
た
政
治
家
で
あ
り
小
説
家
で
も
あ
っ
た
。
ア
ス
タ
ル
テ
と
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
最
も
重
要
な
豊

穣
と
性
愛
の
女
神
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ァ
神
話
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
ロ
ー
マ
神
話
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
に
当
た
る
。
こ
の
通
信
員
は
同
時
に
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
「
見
事
で
魅
力
的
な
」（adm

irable
an

d
ch

arm
in

g

）
文
書
、
し
か
も
日
本
人
の
よ
う
な
人
間
が
起
草
し
た
文
書
を

批
判
す
る
の
は
「
度
量
が
狭
く
」（u

n
gen

erou
s

）、
日
本
人
が
生
み
出
し
た
も
の
に
我
々
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
は
は
っ
き
り
言
っ
て

不
当
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
開
化
度
の
低
い
「
特
異
な
」
国
民
が
漸
く
に
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た
「
見
事
な
」
文
書
な
の

で
、
そ
れ
を
西
洋
の
基
準
で
批
評
す
る
こ
と
な
ど
「
度
量
が
狭
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
記
事
は
「
学
制
」
前
文
の
、「
ひ
と
が
身
を
立
て
（establish

h
im

self

）、
そ
の
職
業
を
助
け
繁
栄
さ
せ
る
方
法
を
見
つ
け
、
人

生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
は
、
そ
の
生
活
を
改
善
し
、
そ
の
知
識
を
広
め
、
そ
の
働
く
力
を
増
進
す
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
」
と
い

う
個
所
か
ら
、
以
下
「
教
育
は
こ
れ
ま
で
、
衣
食
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
役
立
つ
と
し
か
見
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
も
し
政
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府
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
身
に
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
種
の
馬
鹿
げ
た
考
え
は
、
す

ぐ
に
捨
て
去
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
教
育
の
進
歩
に
目
覚
め
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
ひ
と
を
説
得
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
ま
で
、
か
な
り
長
い
紹
介
を
し
て
い
る
。

従
来
の
先
行
研
究
で
は
、「
学
制
」
前
文
の
教
育
理
念
あ
る
い
は
条
文
の
不
整
合
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

タ
イ
ム
ズ
』
が
指
摘
し
て
い
る
「
長
っ
た
ら
し
い
」「
不
明
確
」
と
い
っ
た
文
章
上
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な

い
。「
学
制
」
前
文
に
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
の
か
、
各
種
英
訳
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。

ま
ず
形
式
的
な
点
に
お
い
て
は
、「
雖
�
」
と
「
雖
ト
モ
」、「
及
ヒ
」
と
「
及
」、「
是
レ
」
と
「
是
」「
之
」、「
而
テ
」
と
「
而
シ
テ
」

の
混
用
と
い
っ
た
、
用
語
の
不
統
一
が
あ
る
（『
法
令
全
書
』
で
は
「
身
ヲ
修
メ
」「
身
ヲ
脩
メ
」
と
い
う
不
統
一
が
あ
る
が
、
外
史
局
編

纂
『
布
告
全
書
』（
壬
申
八
月
刊
）
で
は
二
ヵ
所
と
も
「
身
ヲ
脩
メ
」
で
あ
る
）。
ま
た
単
に
長
す
ぎ
る
だ
け
で
は
な
く
屋
上
屋
を
重
ね
る

繰
り
返
し
が
い
く
つ
か
あ
り
、
冗
長
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
「
人
能
ク
其
才
ノ
ア
ル
所
ニ
応
シ
勉
励
シ
テ
之
ニ
従
事
シ
而
シ
テ
後
初

テ
生
ヲ
治
メ
産
ヲ
興
シ
業
ヲ
昌
ニ
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」
は
、
多
く
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
無
く
て
も
そ
の
ま
ま
文
脈

は
繋
が
る
。

発
令
後
一
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
文
部
省
布
達
第
二
二
号
で
前
文
中
「
華
士
族
」
の
次
に
「
卒
」
が
追
加
さ
れ
た
が
、
し
か
し
明
治
五

年
一
月
二
九
日
の
太
政
官
布
告
第
二
九
号
は
「
卒
」
階
級
を
す
で
に
廃
止
し
て
い
た
（
世
襲
の
も
の
は
「
士
族
」
に
、
一
代
限
り
は
「
平

民
」
に
組
み
入
れ
）。
こ
う
い
う
お
粗
末
な
ミ
ス
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
学
制
取
調
掛
な
い
し
文
部
省
の
責
任
と
は
言
え
な
い
（
４３
）
。

内
容
的
に
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
六
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（十八）
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問
題
�

「
従
来
学
校
ノ
設
ア
リ
テ
ヨ
リ
年
ヲ
歴
ル
コ
ト
久
シ
ト
雖
�
或
ハ
其
道
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
シ
テ
人
其
方
向
ヲ
誤
リ
」
の
「
其
道

ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
シ
テ
」
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
。

問
題
�

「
学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
之
ヲ
度
外
ニ
ヲ
キ
学
問
ノ
何
物
ヲ
弁
セ
ス
」
は
、
本
当
に

事
実
に
沿
っ
て
い
た
の
か
？

問
題
�

「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
と
あ
る
が
、
事
実
に
反
す
る
表
現
で
は
な
い
か
？

問
題
�

「
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
」
て
学
問
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
「
詞
章
記
誦
ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
」
る
こ
と
に
な
る

の
か
？

問
題
�

「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
が
「
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
」
て
学
問
し
て
「
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
」
る
こ
と
が
「
沿
襲
ノ

習
弊
」
で
、
そ
れ
が
「
貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒
」
が
多
い
理
由
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ

学
フ
者
」
に
「
貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒
」
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
不
自
然
で
は
な
い
か
？

問
題
�

最
後
の
但
書
中
の
「
一
般
ノ
人
民
他
事
ヲ
抛
チ
自
ラ
奮
テ
必
ス
学
ニ
従
事
セ
シ
ム
ヘ
キ
様
心
得
ヘ
キ
事
」
の
意
味
が
と
り
に

く
く
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
ま
た
「
他
事
ヲ
抛
チ
」
と
い
う
表
現
は
適
切
な
の
か
？

ま
ず
問
題
�
の
「
其
道
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
シ
テ
」
で
あ
る
。「
道
を
得
る
」
と
は
〈
正
し
い
指
導
を
得
る
〉
あ
る
い
は
〈
道
理
を
理
解
す
る
〉

と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
〈
得
ら
れ
な
か
っ
た
〉
の
か
、
読
む
側
は
頭
を
悩
ま
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

前
記
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
事
（
一
八
七
三
年
三
月
一
五
日
）
で
は
、「
学
校
の
不
備
あ
る
い
は
間
違
っ
た
指
導
か
ら
」

（from
th

eir
im

perfection
or

m
isdirection

）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
工
部
大
学
校
の
お
雇
い
教
師
で
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー

（H
en

ry
D

yer

）
は
、「
学
校
行
政
の
や
り
方
に
お
け
る
何
か
思
い
違
い
の
た
め
に
」（ow

in
g

to
som

e
m

isappreh
en

sion
in

th
e
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w
ay

of
sch

ool
adm

in
istration

）
と
、
行
政
当
局
側
の
責
任
を
明
確
に
し
た
訳
を
し
て
い
る
（
４４
）
。
学
校
の
ど
う
い
う
不
備
な
の
か
、
誰

の
指
導
ミ
ス
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
思
い
違
い
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
も
と
も
と
の
原
文
に
〈
不
備
〉
が
あ
る
の
だ
か
ら
仕
方
な
い
。

菊
池
大
麓
が
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
行
な
っ
た
講
義
で
は
、「
学
校
が
不
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
た
せ
い
で
」（th

rou
gh

th
eir

bein
g

im
-

properly
adm

in
istered

）
と
訳
さ
れ
（
４５
）
、
ま
た
東
京
帝
大
の
教
育
学
教
授
・
吉
田
熊
次
は
、「
間
違
っ
た
指
導
の
せ
い
で
」（th

rou
gh

m
isgu

idan
ce

）
と
訳
し
て
い
た
（
４６
）
。

日
本
人
と
し
て
恐
ら
く
両
人
と
も
、
学
校
の
管
理
・
行
政
が
悪
い
こ
と
と
農
工
商
・
婦
女
子
が
学
問
を
度
外
視
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と

と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
因
果
関
係
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
誰
が
間
違
っ
た
指
導
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
に

思
い
な
が
ら
英
訳
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
出
展
の
た
め
に
文
部
省
は
『
日
本
教
育
史
概

要
』
を
出
版
す
る
が
、「
学
制
」（C

ode
of

E
du

cation

）
に
関
す
る
こ
の
部
分
の
訳
出
に
は
よ
ほ
ど
困
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
学
校
は
政
府
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
き
た
の
で
」（so

far
as

th
ey

h
ave

been
provided

by
govern

m
en

t

）
と
訳
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（
４７
）
。
こ
れ
は
意
訳
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
寺
子
屋
や
私
塾
の
存
在
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
な
り
史
実
に
反
し
て
い
る
。
そ
の

う
え
政
府
が
学
校
を
設
置
す
れ
ば
、
な
ぜ
農
工
商
・
婦
女
子
は
方
向
を
誤
っ
て
学
問
を
し
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
か
、

ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。

問
題
�
は
、
か
な
り
深
刻
で
あ
る
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
記
事
は
「
農
民
、
職
人
、
商
人
、
そ
し
て
女
性
は
、
無
知
の
ま
ま

置
き
去
り
に
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、
教
育
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
」（Farm

ers,
m

ech
an

ics,
trad-

ers,an
d

w
om

en
w

ere
left

in
ign

oran
ce,so

th
at

th
ey

kn
ew

n
ot

w
h

at
edu

cation
w

as

）
と
訳
し
、
同
じ
箇
所
は
同
紙
の
別

の
号
に
お
い
て
も
「
布
告
が
率
直
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
」
と
し
て
、
再
度
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
４８
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、「
学
制
」
前
文
自

（二十）
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身
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
正
当
な
英
訳
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
前
文
の
こ
の
記
述
自
体
が
と
ん
で
も
な
い
虚
偽
・
誇
張
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
に
反
し
て
い
た
。

前
文
は
始
め
の
ほ
う
で
、「
農
商
百
工
技
芸
」
を
含
め
て
お
よ
そ
「
人
ノ
営
ム
ト
コ
ロ
ノ
事
」
に
は
必
ず
学
問
が
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
学

問
を
し
な
い
人
間
が
「
道
路
ニ
迷
ヒ
飢
餓
ニ
陥
リ
家
ヲ
破
リ
身
ヲ
喪
フ
徒
」
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
」

が
学
問
に
つ
い
て
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
も
「
道
路
ニ
迷
ヒ
飢
餓
ニ
陥
リ
家
ヲ
破
リ
身
ヲ
喪
フ
徒
」
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
当
時
の
人
口
の
大
半
を
占
め
る
彼
ら
が
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
が
成
立
す
る
は
ず
な
か
っ
た
。

前
文
は
、
寺
子
屋
や
私
塾
、
郷
学
で
の
教
育
の
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
幕
末
期
に
は
庶
民
の
入
学
を
許
可
す
る
藩
校
も
増
え
て
い
た

し
、
ま
た
幕
府
の
昌
平
坂
学
問
所
さ
え
庶
民
の
聴
講
を
許
可
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
実
を
隠
蔽
し
て
い
る
。
農
工
商
・
婦

女
子
の
た
め
に
出
版
さ
れ
て
い
た
各
種
の
往
来
物
の
存
在
も
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
。

江
戸
時
代
に
は
「
往
来
物
は
家
庭
や
寺
子
屋
で
の
学
習
教
材
と
し
て
、
ひ
ろ
く
採
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
が
、
生

活
実
態
に
合
わ
せ
た
教
材
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
数
は
お
び
た
だ
し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
現
存
し
て
い
る
も
の
だ

け
で
も
各
分
野
に
わ
た
っ
て
約
七
〇
〇
〇
種
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
約
一
〇
〇
〇
種
は
女
性
用
で
あ
っ
た
（
４９
）
。
商
家
に
生
ま
れ
た
女
性
の

自
筆
旅
日
記
「
駿
河
紀
行
」
の
分
析
な
ど
を
通
し
て
教
養
形
成
を
追
跡
し
、
幕
末
期
甲
府
の
「
教
育
文
化
が
女
性
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
」

を
明
ら
か
に
し
た
最
近
の
研
究
も
あ
る
（
５０
）
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
情
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
菊
池
大
麓
は
こ
の
箇
所
を
、“

・
・
・people

h
ave

m
ade

a
m

istake

of
th

in
kin

g
th

at
learn

in
g

is
a

m
atter

for
th

ose
above

sam
u

rai
ran

k,an
d

as
for

farm
ers,artisan

s
an

d
m

erch
an

ts,

as
also

for
w

om
en

,th
ey

h
ave

n
o

idea
of

w
h

at
learn

in
g

is
an

d
th

in
k

of
it

as
som

eth
in

g
beyon

d
th

eir
sph

ere”

と
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
英
訳
し
、
吉
田
熊
次
も
同
様
で
、“L

earn
in

g
bein

g
view

ed
as

th
e

exclu
sive

privilege
of

th
e

S
am

u
rai

an
d

h
is

（二十一）
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su
periors,farm

ers,artisan
s,m

erch
an

ts,an
d

w
om

en
h

ave
n

eglected
it

altogeth
er

an
d

kn
ow

n
ot

even
its

m
ean

in
g”

と
直
訳
し
て
い
た
。

現
代
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
Ｂ
・
プ
ラ
ッ
ト
は
、
前
文
が
当
時
存
在
し
て
い
た
数
千
の
学
校
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
、
他
の

文
書
は
そ
れ
ら
の
存
在
を
認
め
て
は
い
た
が
短
所
を
強
調
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ

ク
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
植
民
地
行
政
府
が
採
用
し
て
い
た
と
も
い
う
（
５１
）
。
プ
ラ
ッ
ト
の
指
摘
の
よ
う
に
、
前
文
の
こ
う
し
た
虚
偽
・

誇
張
は
、「
是
即
チ
沿
襲
ノ
習
弊
ニ
シ
テ
」「
今
般
文
部
省
ニ
於
テ
学
制
ヲ
定
メ
追
々
教
則
ヲ
モ
改
正
シ
布
告
ニ
及
フ
」
と
、
新
政
府
の
「
学

制
」
の
有
難
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
政
策
的
方
便
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
農
民
、
職
人
、
商
人
、
そ
し
て
女
性
は
、
無
知
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
」、
そ
の
こ
と
は
太
政
官
布
告
も
認
め
て
い
る
と

外
国
に
紹
介
さ
れ
て
は
、〈
遅
れ
た
日
本
〉
と
い
う
認
識
を
公
式
に
外
国
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
非
常
に
都
合
が
悪
い
。
そ
の
意
味
で

「
学
制
」
前
文
は
極
め
て
罪
深
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
は
こ
の
部
分
を
、「
農
工
商
、
そ
し
て
ま
た
女
性
に
と
っ
て
は
、
学
問
は
彼
ら
の
領
域
を
超
え
た
も
の
と
見
な
さ

れ
て
い
た
」（for

farm
ers,

artisan
s,

an
d

m
erch

an
ts,

an
d

also
for

w
om

en
,

learn
in

g
w

as
regarded

as
beyon

d
th

eir

sph
ere

）
と
し
か
訳
し
て
い
な
い
の
で
、「
無
知
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
た
」（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
）
と
は
、
か
な
り
印
象
が

違
う
。
さ
ら
に
前
文
の
原
文
が
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
・
・
・
学
問
ノ
何
物
ヲ
弁
セ
ス
」
と
、
無
学
で
あ
る
こ
と
の
責
任
を

彼
ら
自
身
に
負
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ダ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
訳
は
〈
周
囲
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
た
〉
と
、
責
任
を
周

囲
に
求
め
る
配
慮
を
加
え
て
い
た
。
な
お
原
文
に
忠
実
な
訳
で
は
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
」
は
「
学
問
と
は
何
か
、
何
の
考
え
も
持
っ
て

い
な
か
っ
た
（h

ave
n

o
idea

of
w

h
at

learn
in

g
is

）」（
菊
池
大
麓
）「
学
問
の
意
味
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
（kn

ow
n

ot
even

its

m
ean

in
g

）」（
吉
田
熊
次
）
と
な
っ
て
い
る
。

（二十二）
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「
学
制
」
前
文
の
こ
の
不
都
合
さ
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
文
部
省
は
よ
く
認
識
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
と
い
う
の
は
前
記
『
日
本

教
育
史
概
要
』
も
、
責
任
を
周
囲
に
求
め
る
ダ
イ
ヤ
ー
と
同
様
の
配
慮
を
加
え
、
さ
ら
に
抄
訳
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
部
分
に
補

足
を
加
え
て
「
下
層
階
級
、
そ
し
て
女
性
に
と
っ
て
は
、
学
問
は
か
れ
ら
の
領
域
を
越
え
た
も
の
と
見
な
さ
れ
、
た�

と�

え�

学�

習�

さ�

れ�

る�

こ�

と�

が�

あ�

っ�

た�

と�

し�

て�

も�

、
限�

ら�

れ�

た�

性�

質�

の�

も�

の�

で�

あ�

っ�

た�

」（F
or

th
e

low
er

classes
of

society,an
d

for
w

om
en,learn

in
g

w
as

regarded
as

beyon
d

th
eir

sph
ere,an

d,if
acqu

ired
at

all,w
as

of
a

lim
ited

ch
aracter

）
と
訳
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
傍

点
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
端
さ
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
こ
と
を
良
く
知
っ
て
い
る
外
国
人
た
ち
は
、「
学
制
」
前
文
の
こ
う
し
た
文
章
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
江
戸
時
代
に
お
い
て

も
教
育
は
非
常
に
普
及
し
て
い
た
と
記
述
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
文
部
省
設
置
後
に
お
け
る
学
校
増
設
の
動
き
は
、「
旧
体
制
下
に
お
い
て

さ
え
も
」「
教
育
は
非
常
に
普
及
（gen

eral

）
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
（
５２
）
。

ま
た
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
別
の
記
事
は
、
旧
制
度
下
に
お
い
て
も
日
本
人
が
決
し
て
「
無
教
育
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と

は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
以
前
、
東
京
の
帝
国
大
学
に
関
係
し
て
い
た
グ
リ
フ
ィ
ス
氏
は
、
学
校
と
大
学
、
学
問
と
学
習
は
将
軍
体

制
に
お
い
て
も
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
と
、
グ
リ
フ
ィ
ス
（G

riffis,W
illiam

E
lliot

）
を
引
用
し
て
い
た
。
グ
リ
フ
ィ

ス
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
九
割
は
読
み
書
き
が
で
き
た
し
、
本
は
安
く
、
巡
回
図
書
館
は
あ
ら
ゆ
る
町
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
よ
り
完
全
な
教
育
制
度
導
入
の
た
め
の
土
壌
は
十
分
に
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
５３
）
。

日
本
滞
在
中
の
グ
リ
フ
ィ
ス
自
身
の
論
評
で
は
、
私
的
な
学
校
や
そ
の
教
師
は
広
く
存
在
し
て
い
た
の
で
、
正
確
な
統
計
は
無
い
も
の

の
、
そ
の
頃
も
人
口
の
四
分
の
三
は
、
仮
名
の
読
み
書
き
、
算
盤
で
の
計
算
、
仮
名
で
書
か
れ
た
簡
単
な
読
み
物
を
読
む
こ
と
が
で
き
た

と
い
っ
て
い
い
と
か
（
５４
）
、
下
級
階
級
の
女
子
も
全
国
に
あ
っ
た
私
的
な
学
校
で
学
習
を
し
、
読
み
書
き
の
あ
と
は
家
事
の
た
め
の
勉
強
を

し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
教
科
書
と
し
て
、『
女
大
学
』『
女
小
学
』『
女
庭
訓
』『
女
今
川
』『
百
人
一
首
』
な
ど
が
紹
介
さ
れ

（二十三）
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て
い
た
（
５５
）
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
も
、「
知
性
は
極
め
て
広
く
拡
が
り
、
読
み
書
き
が
出
来
な
い
よ
う
な
人
は
、
少
な
く
と
も
通
常
の
日
本
人
に
は

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
た
。
た
だ
、
単
純
な
計
算
で
さ
え
す
ぐ
に
算
盤
を
使
っ
て
「
機
械
的
手
段
の
奴
隷
」
と
な
っ
て

い
る
の
は
「
奇
妙
」（cu

riou
s

）
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
。

も
っ
と
も
「
人
々
の
九
割
」「
人
口
の
四
分
の
三
」
は
読
み
書
き
が
で
き
た
と
か
、
で
き
な
い
人
は
「
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
」
な
ど
と

い
う
の
は
、
か
な
り
の
過
大
評
価
で
あ
っ
た
。
多
く
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
Ｒ
・
ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
寺
子
屋
な
ど
へ
の
就
学
率
と
識

字
率
を
同
一
視
す
る
こ
と
の
間
違
い
、
階
層
や
地
域
・
性
別
・
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
要
求
さ
れ
る
読
み
書
き
能
力
の
定
義
の

重
要
性
な
ど
を
指
摘
し
、
識
字
率
の
全
国
平
均
と
い
う
数
量
化
に
慎
重
で
あ
る
。
こ
う
い
う
問
題
は
、「
入
札
〔
投
票
札
〕」「
車
連
判
状
」

「
日
記
」「
手
紙
」
な
ど
個
別
の
具
体
例
に
基
づ
い
て
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
例
え
ば
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に

長
野
県
常
盤
村
で
八
八
二
名
の
成
人
男
子
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
遡
っ
て
、
江
戸
時
代
末
期
の
一
八
五
〇
年
代
、
こ
の
村

の
男
子
の
識
字
率
は
六
五
％
に
達
し
て
い
た
が
、
し
か
し
読
み
書
き
能
力
を
「
少
な
く
と
も
普
通
の
も
の
が
読
め
」「
書
式
の
決
ま
っ
た
簡

単
な
書
類
」
を
書
き
、
商
売
で
「
成
功
し
得
る
だ
け
の
能
力
」
だ
と
定
義
す
れ
ば
、
こ
の
年
代
の
識
字
率
は
七
％
に
ま
で
落
ち
込
む
と
推

定
し
て
い
た
（
５６
）
。

し
か
し
グ
リ
フ
ィ
ス
や
ダ
イ
ア
ー
の
上
記
の
よ
う
な
記
述
は
、「
学
制
」
前
文
が
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
・
・
・
学
問
ノ
何

物
ヲ
弁
セ
ス
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
度
外
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

問
題
�
は
、「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
従
来
、
学
問
は
「
士
人
以
上
ノ
事
」
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
だ
け
で

も
不
適
切
な
の
に
、
こ
の
語
句
も
と
て
つ
も
な
い
虚
偽
・
誇
張
で
あ
る
の
で
、
な
お
の
こ
と
問
題
で
あ
る
。「
士
人
以
上
」
の
も
の
で
あ
っ

て
も
学
問
を
す
る
も
の
は
「
稀
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
。

（二十四）
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こ
れ
で
は
い
か
に
も
不
都
合
な
の
で
、
森
有
礼
が
英
訳
す
る
際
に
意
識
的
に
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

の
紹
介
記
事
で
は
「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
云
々
に
当
た
る
箇
所
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
文
部
省
の
『
日
本
教
育
史
概
要
』（
前

出
）
は
「
上
級
階
級
の
間
で
さ
え
も
」
と
し
か
訳
さ
ず
、
ダ
イ
ヤ
ー
も
「
上
流
階
級
の
間
で
さ
え
」、
菊
池
大
麓
も
「
サ
ム
ラ
イ
階
級
以
上

の
人
々
の
間
で
さ
え
」
と
し
か
英
訳
し
て
い
な
い
。

一
方
、
吉
田
熊
次
は
こ
の
言
葉
を
正
直
に
、“E

ven
th

ose
few

am
on

g
th

e
S

am
u

raian
d

h
is

su
periors

w
h

o
did

pu
rsu

e
lean

-

in
g”

と
訳
し
て
い
た
（
５７
）
。

問
題
�
は
、「
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
」
て
学
問
す
れ
ば
ど
う
し
て
「
詞
章
記
誦
ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
」
る
こ
と
に
な
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
果
関
係
を
説
明
で
き
な
い
不
合
理
さ
が
あ
り
、
訳
そ
う
に
も
訳
せ
な
い
。
そ
れ
で
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ

ム
ズ
』
の
紹
介
記
事
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
の
訳
で
は
、
該
当
箇
所
は
省
か
れ
て
い
る
。

菊
池
大
麓
お
よ
び
吉
田
熊
次
は
こ
こ
も
比
較
的
忠
実
に
英
訳
し
て
い
る
の
で
、
文
脈
の
不
合
理
さ
は
否
め
な
い
。
文
部
省
の
前
掲
書
は
、

原
文
の
不
合
理
さ
を
覆
う
た
め
で
あ
ろ
う
、
国
家
の
た
め
に
知
識
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
「
口
実
（pretext

）
に
し
て
」
と
補
足

し
て
訳
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
国
家
ノ
為
」
を
口
実
と
し
て
学
費
や
衣
食
を
官
に
依
存
し
て
学
問
す
る
が
、
実
際
に
は
自
分
の
好
き
な
趣

味
的
な
こ
と
を
学
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
彼
ら
自
身
の
利
益
あ
る
い
は
国
家
の
利
益
に
な
り
そ
う
な
こ
と
を
学
ぶ
代
わ
り

に
」「
多
く
の
時
間
が
」
と
も
補
足
さ
れ
て
、「
詩
作
や
優
雅
な
金
言
の
作
成
と
い
っ
た
無
益
な
仕
事
に
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
結
ば

れ
て
い
る
。

な
お
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
士
族
や
江
戸
時
代
の
学
者
た
ち
す
べ
て
が
「
詞
章
記
誦
ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
」

っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
（
も
っ
と
も
前
文
に
は
「
動
モ
ス
レ
ハ
」
と
い
う
逃
げ
道
が
設
け
て
あ
っ
た
が
）。
朱
子
学
・
古
学
派
（
荻
生
徂
徠
・

伊
藤
仁
斎
）・
陽
明
学
な
ど
儒
学
は
現
実
的
な
政
治
の
学
で
あ
っ
た
し
、
和
算
や
測
量
学
・
地
理
学
・
医
学
な
ど
も
発
展
し
て
い
た
。
こ
の
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点
に
も
「
学
制
」
前
文
の
意
図
的
な
虚
偽
・
誇
張
が
あ
っ
た
。

問
題
�
は
、「
沿
襲
ノ
習
弊
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
か
を
ど
う
読
み
取
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
個
所
を
普
通
に
読
む
と
、「
士

人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
が
「
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
」
て
学
問
し
「
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
」
る
こ
と
が
「
是
即
チ
沿
襲
ノ
習
弊
」
で
、

こ
れ
が
「
貧
乏
破
産
喪
家
ノ
徒
多
キ
所
以
ナ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
と
す
れ
ば
「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
に
「
貧
乏
破
産

喪
家
ノ
徒
」
が
多
い
と
い
う
不
自
然
な
内
容
の
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
「
是
即
チ
沿
襲
ノ
習
弊
」
の
「
是
」
は
複
数
形
に
は

な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
（
別
の
箇
所
で
は
「
此
等
ノ
弊
」
も
使
用
さ
れ
て
い
る
）、
前
の
文
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
ニ
至
ツ
テ
ハ
・
・
・

学
問
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
弁
セ
ス
」
な
ど
を
含
め
て
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
不
自
然
さ
は
薄
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
す
ぐ
後
の
「
是
故

ニ
人
タ
ル
モ
ノ
ハ
学
ハ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
」
に
う
ま
く
接
続
し
て
い
く
の
で
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
「
学
制
」
前
文
最
後
の
但
書
で
は
、「
従
来
沿
襲
ノ
弊
」
の
こ
と
が
「
学
問
ハ
士
人
以
上
ノ
事
ト
シ
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
フ
ル

ヲ
以
テ
学
費
及
其
衣
食
ノ
用
ニ
至
ル
迄
多
ク
官
ニ
依
頼
シ
之
ヲ
給
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
学
ハ
サ
ル
事
ト
思
ヒ
一
生
ヲ
自
棄
ス
ル
モ
ノ
少
カ
ラ

ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
一
生
ヲ
自
棄
ス
ル
モ
ノ
」
が
少
な
か
ら
ず
い
る
の
は
、「
士
人
以
上
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に

「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
論
理
的
に
も
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
学
問
な
ど
度
外
視
し
て
学
問
が
何
で
あ
る
か

な
ど
何
も
理
解
し
て
い
な
い
「
農
工
商
及
ヒ
婦
女
子
」
が
、〈
学
問
は
国
家
の
た
め
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
学
費
な
ど
を
支
給
さ
れ
な
い
限

り
学
問
は
し
な
い
〉
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
「
沿
襲
ノ
習
弊
」
も
や
は
り
「
士

人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」
に
関
し
て
だ
け
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

学
問
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
な
い
と
道
路
に
迷
い
飢
餓
に
陥
り
家
を
破
り
身
を
喪
う
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
い
い
は

ず
の
「
学
制
」
前
文
が
、
な
ぜ
「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
」「
士
人
以
上
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
の
結
果
、
虚
偽
に
な
る
よ
う
な

不
自
然
な
文
章
を
二
度
ま
で
綴
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
学
問
・
教
育
の
費
用
を
政
府
に
依
存
す
る

（二十六）
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と
い
う
「
士
人
以
上
」
の
世
界
で
の
「
沿
襲
ノ
習
弊
」
を
非
難
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
背
景
を
持
つ
文
章
を
英
訳
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
の
英
語
訳
は
、
但
書
の
上
述

の
不
自
然
な
部
分
を
、「
こ
れ
ま
で
学
問
に
専
心
し
て
き
た
人
々
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
政
府
の
援
助
を
当
て
に
し
て
き
た
」（P

erson
s

w
h

o
h

ave
h

ith
erto

applied
th

em
selves

to
stu

dy
h

ave
alm

ost
alw

ays
looked

to
th

e
G

overn
m

en
t

for
th

eir
su

pport

）

と
簡
潔
に
し
か
記
述
し
て
い
な
い
。
文
部
省
訳
は
但
書
の
全
体
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
「
学
制
」
前
文
の
抄
訳
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
を
八
大
学
区
に
分
け
る
な
ど
と
い
っ
た
条
文
内
容
の
説
明
を
一
二
行
に
わ
た
っ
て
付
加
し
て
い
る
。

他
方
、
菊
池
大
麓
訳
は
但
書
も
忠
実
に
英
訳
し
て
い
る
の
で
、「
サ
ム
ラ
イ
階
級
以
上
」（above

sam
u

rai
ran

k

）
に
「
そ
の
一
生
を

台
無
し
に
す
る
」（spoil

th
eir

w
h

ole
life

）
人
間
が
少
な
か
ら
ず
い
る
と
い
う
不
自
然
さ
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
吉
田
熊
次
訳
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
記
事
で
は
、
前
文
但
書
の
該
当
部
分
は
「
教
育
は
こ
れ
ま
で
、
衣
食
を
確
保
す
る
手
段
と

し
て
役
立
つ
と
し
か
見
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
の
で
、「
も
し
政
府
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
身
に
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
」（E

du
cation

h
as

been
regarded

on
ly

to
serve

as
th

e
m

ean
s

of
obtain

in
g

food
an

d
cloth

-

in
g,an

d
if

it
w

ere
n

ot
offered

by
th

e
G

overn
m

en
t,it

w
as

th
ou

gh
t

by
th

e
people

a
th

in
g

n
ot

to
be

acqu
ired

）（
前
出
）

と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
英
訳
文
に
は
二
つ
の
困
っ
た
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、〈
教
育
は
衣
食
の
た
め
に
し
か
役
立
た
な
い
〉
と
い
う
考
え
が
存
在

し
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
り
、
第
二
は
、
既
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
こ
の
部
分
は
「
士
人
以
上
」
の
学
問
す
る
者
に
つ
い

て
の
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
省
略
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
考
え
が
一
般
に
存
在
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
政
府
が
与
え
な
く
て
も
人
々
は
自
ら
教
育
を
受
け
た

（二十七）
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は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
一
般
民
衆
は
既
述
の
よ
う
に
、
多
数
の
商
人
向
け
教
訓
書
や
、
育
児
書
、
礼
法
書
、
そ
し
て
ま
た
『
商
売
往
来
』

『
農
業
往
来
』『
女
今
川
』
な
ど
各
種
の
往
来
物
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
自
ら
の
生
活
の
た
め
に
自
力
で
学
習
を
行
な
っ
て
き
た
。

「
学
制
」
前
文
自
体
は
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
が
紹
介
し
た
よ
う
な
意
味
の
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
前
文
が
こ
れ
ま
で
の

教
育
（
学
問
）
に
関
し
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、「
士
人
以
上
ノ
稀
ニ
学
フ
者
モ
動
モ
ス
レ
ハ
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
身
ヲ
立
ル
ノ

基
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
或
ハ
詞
章
記
誦
ノ
末
ニ
趨
リ
空
理
虚
談
ノ
途
ニ
陥
リ
其
論
高
尚
ニ
似
タ
リ
ト
雖
�
之
ヲ
身
ニ
行
ヒ
事
ニ
施
ス
コ
ト

能
ハ
サ
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
」
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
前
文
は
、
教
育
が
「
身
ヲ
立
ル
ノ
基
」、
つ
ま
り
自
分
の
衣
食
に
役
立
つ
も
の
で
あ

る
は
ず
な
の
に
、
実
際
に
は
そ
う
は
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ

イ
ム
ズ
』
の
記
事
の
紹
介
は
意
味
が
逆
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
点
は
明
白
に
記
事
（
あ
る
い
は
森
有
礼
の
英
訳
）
の
ほ
う
の
間
違
い
で
あ

っ
た
。

問
題
�
に
つ
い
て
。「
必
ス
邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
」
を
訴
え
る
「
学
制
」
前
文
が
、
但
書
の
最
後
で
も

う
一
度
、「
一
般
ノ
人
民
」
に
子
弟
の
就
学
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
「
他
事
ヲ
抛
チ
」「
自
ラ
奮
テ
」
が
ど
こ
に
係
る
の
か
分
か
り
に
く

い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
た
誤
解
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
述
べ
る
が
、
い
く
ら
強
調
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
「
他
事

ヲ
抛
チ
」
は
穏
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
業
ま
で
放
棄
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
菊
池
大
麓
訳
は“leavin

g
all

else
aside”

と
原
文
に

忠
実
で
あ
る
が
、
吉
田
熊
次
訳
の
「
子
ど
も
の
教
育
を
何
事
に
も
優
先
さ
せ
て
」（su

bordin
ate

all
oth

er
m

atter
to

th
e

edu
cation

of
h

is
ch

ildren

）、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
記
事
の
「
他
の
何
に
も
ま
し
て
」（m

ore
th

an
an

yth
in

g
else

）
の
ほ
う
が
言
葉

を
選
ん
で
い
て
、
よ
り
適
切
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
学
制
」
前
文
は
、
意
味
曖
昧
な
語
句
、
不
自
然
な
文
脈
、
ま
た
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
虚
偽
・
誇
張
を
含
ん
で
い
た
。

そ
の
た
め
、
英
訳
に
際
し
て
特
別
の
配
慮
が
要
求
さ
れ
る
非
常
な
〈
難
物
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（二十八）
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三

「
学
制
」
前
文
が
語
ら
な
か
っ
た
諸
理
念

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
有
す
る
「
学
制
」
前
文
は
、
日
本
の
代
表
的
な
先
行
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う

か
。土

屋
忠
雄
『
明
治
前
期
教
育
政
策
史
の
研
究
』
で
は
、
前
文
は
福
沢
流
の
「
実
学
思
想
」
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

政
府
指
導
層
の
「
国
家
富
強
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
は
寸
毫
も
動
い
て
い
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
眼
目
」
は
「
か
ら
く

り
の
ご
と
く
に
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
不
思
議
と
い
え
ば
不
思
議
」
と
し
か
言
及

さ
れ
て
い
な
い
（
５８
）
。

尾
形
裕
康
『
学
制
実
施
経
緯
の
研
究
』
お
よ
び
尾
形
裕
康
『
学
制
成
立
史
の
研
究
』
に
は
、
前
文
自
体
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

倉
澤
剛
『
小
学
校
の
歴
史
・
Ⅰ
』
は
二
頁
に
わ
た
っ
て
内
容
を
解
説
し
て
い
る
。
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
学
問
は
一
部
士
人
の
も
の

で
は
な
く
人
民
全
体
の
も
の
、
学
費
は
原
則
と
し
て
民
費
に
よ
る
こ
と
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
５９
）
。
倉
澤
剛
『
学
制
の
研
究
』（
一
九

七
三
年
）
で
は
、
前
文
自
体
に
関
す
る
記
述
は
極
め
て
少
な
く
、「
近
代
的
な
実
用
主
義
・
合
理
主
義
の
理
論
を
打
ち
出
し
た
」
こ
と
、「
官

費
に
依
頼
せ
ず
�
自
ラ
奮
テ
�
学
ぶ
べ
き
こ
と
」
の
二
点
が
、「
学
制
」
の
特
徴
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
６０
）
。

前
文
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
あ
る
の
は
井
上
久
雄
『
学
制
論
考
』
で
あ
る
。
第
二
章
の
第
四
節
「
被
仰
出
の
精
神
と
学
制
の
意
義
」

に
お
い
て
、「
被
仰
出
」（
前
文
）
の
「
知
識
主
義
的
な
理
念
」
は
「
個
人
主
義
的
な
教
育
理
念
」
に
立
脚
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
「
教
育
費
負
担
を
国
民
に
強
制
す
る
こ
と
を
説
得
す
る
た
め
」（
６１
）
で
あ
っ
て
、
実
際
に
「
国
家
的
効
用
を
軽
視
し
た
」
と
み
る

の
は
「
早
計
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
学
制
の
制
定
を
文
部
省
が
企
画
し
た
」
と
き
「
知
識
主
義
の
教
育
は
国
家

（二十九）
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の
富
強
安
康
の
必
須
の
条
件
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
（
６２
）
。
そ
し
て
「
被
仰
出
」
で
の
「
教
育
の
個
人
的
効
用
の
説
得
が

就
学
の
強
圧
的
な
説
諭
と
相
関
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
」
は
こ
の
点
に
あ
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
６３
）
。

確
か
に
「
学
制
」
前
文
は
財
政
的
な
理
由
か
ら
、
教
育
理
念
と
し
て
の
「
国
家
富
強
」
を
避
け
、
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
〈
私
的
利
益

の
た
め
の
学
問
・
教
育
〉
と
い
う
理
念
を
打
ち
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
政
府
が
い
く
ら
「
企
画
」
段
階
で
「
国
家
の
富
強
安
康
」

を
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
の
前
文
で
は
教
育
の
「
国
家
的
効
用
」
が
「
軽
視
」
さ
れ
草
案
の
「
国
家
の
富
強
安
康
」
が
削
除
さ
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
問
題
は
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
で
あ
る
。
誰
の
強
力
な
主
張
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ
て
原
案
は
覆

さ
れ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
こ
の
点
は
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

倉
澤
剛
は
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
「
大
木
文
書
・
書
類
之
部
」
の
中
に
、「
書
い
て
は
消
し
、
消
し
て
は
書
い
」
た
（
６４
）
大
木
喬
任

自
身
に
よ
る
「
学
制
発
行
ノ
儀
伺
」（
第
二
次
「
学
制
大
綱
」）
下
書
き
を
見
つ
け
て
い
る
。
明
治
五
年
三
月
一
四
日
か
一
五
日
に
正
院
に

提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
「
学
制
」
草
案
に
も
、
ま
だ
「
国
家
ノ
富
強
安
康
」
が
残
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
降
に
文
部

卿
の
考
え
を
も
覆
す
ほ
ど
の
強
力
な
圧
力
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
倉
澤
は
、
原
案
と
八
月
二
日
の
実
際
の
「
学
制
」

と
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
、
全
一
二
一
章
が
一
〇
九
章
に
縮
小
さ
れ
、
条
文
の
「
生
硬
な
文
章
」
が
「
平
明
」
に
書
き
直
さ
れ
た
こ
と
、

そ
れ
以
外
に
も
条
文
に
は
「
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
（
６５
）
、
前
文
に
お
け
る
教
育
理
念
の
転

換
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
尾
形
利
雄
が
言
う
よ
う
に
、
民
衆
の
自
発
的
就
学
を
促
進
す
る
に
は
「
国
家
の
富
強
と
い
う
大
義
名
分
」
よ
り
も
「
立
身
出
世
と

い
う
教
育
の
個
人
的
効
用
」
を
強
調
し
、
国
民
の
「
利
己
的
関
心
」
に
訴
え
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
計
算
が
働
い
て
い
た
こ
と
も

想
像
で
き
る
（
６６
）
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
誰
が
そ
う
い
う
計
算
を
し
て
理
念
の
転
換
を
主
張
し
た
の
か
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

（三十）
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と
こ
ろ
で
「
学
制
」
発
令
当
時
に
お
い
て
も
、
数
こ
そ
少
な
い
が
「
こ
の
国
の
最
善
の
標
識
（sign

）
は
知
識
愛
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
「
理
解
の
道
を
踏
み
外
す
も
の
は
、
死
者
の
集
団
に
留
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
旧
儒
教
の
格
言
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
示

さ
れ
て
い
る
と
い
う
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
報
道
も
あ
っ
た
（
６７
）
。
し
か
し
日
本
近
代
教
育
の
出
発
点
に
当
た
っ
て
の
政
府
の

公
式
教
育
理
念
で
あ
る
「
学
制
」
前
文
は
、「
知
識
愛
」
な
ど
む
し
ろ
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
日
本
教
育
評

価
に
お
い
て
外
国
人
に
与
え
た
影
響
は
強
か
っ
た
。

例
え
ば
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
、
日
中
戦
争
本
格
化
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
外
国
人
編
集
の
日
本
教
育
史
研
究
書
は
、「
学
制
」
前
文

か
ら
「
功
利
主
義
」
と
い
う
「
本
質
」
を
導
き
出
し
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

太
政
官
の
布
告
は
、
日
本
の
教
育
の
「
本
質
的
に
功
利
主
義
的
な
性
質
（th

e
essen

tially
u

tilitarian
n

atu
re

）」
を
強
調
し
て
い

る
。
日
本
の
教
育
の
原
理
は
、
歴
史
的
に
も
現
在
の
傾
向
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
目
的
を
実
現
す
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
き
た
。
一
つ

は
、
道
徳
性
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
「
生
計
の
助
け
と
な
る
知
識
」
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
「
学
問

そ
れ
自
体
に
対
す
る
愛
着
」
な
ど
あ
ま
り
な
い
の
は
、
過
去
に
お
い
て
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
人
格
発
達
に
お
け
る
「
美
的
・
知
的
発

達
の
価
値
」
が
あ
ま
り
理
解
・
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
批
判
は
今
日
に
お
い
て
さ
え
、
一
般
に
日
本
お
よ
び
外
国
の
批
評
家

の
双
方
か
ら
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
八
七
二
年
、
日
本
全
体
が
熱
心
に
西
洋
模
倣
の
努
力
を
し
て
い
た
時
代
、
そ
し
て
ま
た
実
用

的
な
基
準
が
あ
ら
ゆ
る
改
革
の
尺
度
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
明
白
で
あ
っ
た
（
６８
）
。

す
な
わ
ち
「
功
利
主
義
」
と
い
う
教
育
理
念
は
、
単
に
近
代
教
育
の
出
発
点
に
お
け
る
「
学
制
」
の
時
代
だ
け
で
は
な
く
、「
学
制
」
以

降
に
お
け
る
日
本
教
育
の
「
本
質
」
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
書
で
は
、「
実
用
」
重
視
の
日
本
に
は
「
学
問
そ
れ
自
体
に

（三十一）
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対
す
る
愛
着
」
は
あ
ま
り
な
く
「
美
的
・
知
的
発
達
の
価
値
」
も
あ
ま
り
尊
重
さ
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｈ
・
パ
ッ
シ
ン
も
ま
た
、

「
学
制
」
前
文
（th

e
P

ream
ble

）
は
「
極
め
て
強
い
功
利
主
義
的
な
論
調
で
布
告
し
た
」
と
評
価
し
、
後
に
い
ろ
い
ろ
批
判
さ
れ
た
け
れ

ど
も
「
日
本
人
の
教
育
思
想
の
重
要
な
基
準
の
一
つ
を
示
し
続
け
た
」
と
考
え
て
い
る
（
６９
）
。

確
か
に
「
学
制
」
前
文
の
〈
私
的
利
益
の
た
め
の
学
問
・
教
育
〉
と
い
う
主
張
は
、
教
育
理
念
と
し
て
何
か
お
粗
末
で
、
ま
さ
に
後
年

批
判
さ
れ
た
〈
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
〉
を
彷
彿
さ
せ
る
。
当
時
最
先
端
の
西
洋
学
者
・
漢
学
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
学
制

取
調
掛
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
も
気
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
て
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
業
績
と
し
て
あ
ま
り
誇
り
に
思
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

維
新
後
わ
ず
か
数
年
の
時
代
状
況
に
お
い
て
、「
学
制
」
前
文
が
「
人
民
一
般
」
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
は
、
も
っ
と
他
に
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
次
の
三
点
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
公
共
利
益
の
た
め
の
学
問
・
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
別
稿
「『
学
制
』（
明
治
五
年
）
を
め
ぐ
る
『
受
益

者
負
担
』
論
議
」（
桃
山
学
院
大
学
『
国
際
文
化
論
集
』
第
三
九
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
学
制
」
条
文
で
の
財

政
負
担
原
則
は
、「
民
費
」「
学
区
」
負
担
、
つ
ま
り
公
共
的
負
担
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
教
育
は
、「
学
制
」
前
文
に
お
け

る
〈
私
的
利
益
の
た
め
の
学
問
・
教
育
〉
と
い
う
個
人
主
義
的
な
理
念
と
、
条
文
に
お
け
る
財
政
負
担
の
原
則
と
し
て
の
公
共
的
負
担
主

義
（
一
部
「
受
益
者
負
担
」
主
義
が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
学
制
」
の
「
学
制
」
た
る
所
以
で
あ
る
）
と
が
チ
グ
ハ
グ
な
並

存
を
し
た
ま
ま
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
た
と
え
「
教
育
費
負
担
を
国
民
に
強
制
す
る
」（
井
上
久
雄
）
に
し
て
も
、〈
公
共
利
益
の

た
め
〉
と
い
う
教
育
理
念
を
打
ち
出
す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
各
地
方
官
の
「
就
学
告
諭
」
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
（
７０
）
、
各
地
の
「
就
学
告
諭
」
の
中
に
は
「
学
制
」
前
文
の
個
人
主
義
的
教
育
論
を
あ
え
て
否
定
し
、
公
共
福
祉
的
な
視
点
か
ら
の

教
育
論
・
教
育
財
政
論
を
採
用
し
て
い
た
事
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
本
来
、
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
が
主
張
し
た
「
功
利
主
義
」
と
は
、
衆
知
の
よ
う
に
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
も
た
ら
す
行

為
を
善
と
み
な
す
主
張
で
あ
り
、
少
数
特
権
階
級
の
た
め
の
立
法
・
行
政
を
批
判
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
個
人
の
利
益

と
社
会
の
利
益
と
の
調
整
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
人
の
存
在
を
考
慮
し
な
い
利
己
主
義
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
し
そ
の

「
功
利
主
義
」
を
「
本
質
」
と
し
て
い
る
と
批
評
さ
れ
る
「
学
制
」
前
文
の
中
に
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
か
社
会
的
幸
福
と
い
う

論
点
が
出
て
く
る
か
と
言
え
ば
、
一
切
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
前
文
は
、「
利
己
主
義
」
と
は
言
え
て
も
本
来
の
「
功
利
主
義
」

と
は
呼
べ
な
い
の
で
あ
る
。

「
学
制
」
前
文
の
「
功
利
主
義
」
を
「
学
制
」
の
制
度
や
実
施
結
果
に
ま
で
当
て
は
め
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
学
制
は
「
西
洋
化
」
の
概

念
で
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
「
人
間
は
つ
ね
に
利
己
的
に
行
為
す
る
」
と
い
う
「
進
化
の
概
念
」
な
い
し
「
自
然
の
法
則
」
で
解
釈
し
た

ほ
う
が
「
論
理
的
一
貫
性
」
を
伴
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
例
え
ば
「
学
制
」
は
一
方
で
就
学
拒
否
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
も
そ

の
ほ
う
が
自
分
の
利
益
に
な
る
と
判
断
し
た
人
々
の
「
自
然
の
法
則
」
通
り
の
行
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
７１
）
。

「
学
制
」
前
文
の
思
想
は
、
西
洋
教
育
史
研
究
者
か
ら
の
最
近
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
（
７２
）
、
当
時
の
時
代
精
神
と
し
て
有
力
で
あ
っ
た

Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
福
沢
諭
吉
な
ど
の
「
功
利
主
義
」
思
想
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る

が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
再
現
で
は
な
く
、
取
捨
選
択
・
意
識
的
な
改
造
が
施
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
を
区
別
し
な
い
と
、「
学
制
」
の
独

自
性
・
特
異
性
が
明
確
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
別
稿
「『
学
制
』（
明
治
五
年
）
の
教
育
理
念
に
関
す
る
諸
問
題
―
立
身
出
世
、
単
線
型

学
校
制
度
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
の
関
係
」（
桃
山
学
院
大
学
『
人
間
科
学
』
第
三
二
号
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、

「
学
制
」
前
文
は
例
え
ば
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
の
自
然
権
思
想
を
欠
い
て
い
る
し
、
他
方
で
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
に
は
書
か
れ

て
い
な
い
強
制
就
学
の
思
想
が
あ
っ
た
。

第
二
に
「
学
制
」
前
文
は
、
全
国
的
な
画
一
的
教
育
制
度
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
学
制
」
が
条
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文
で
規
定
し
て
い
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
平
性
の
実
現
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
私
的
利
益
論
を

採
用
し
た
た
め
に
、
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
八
七
二
年
九
月
、
静
岡
県
在
住
の
米
国
人
教
師
が
文
部
省
へ
行
な
っ
た
「
建
白
」（７３
）
は
、
現
在
「
教
育
ノ
利
益
」
を
専
ら
東
京
に
の
み

集
め
て
い
る
の
は
、
諸
県
の
学
校
の
「
害
」
と
な
り
「
気
力
」
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
文
明
諸
国
で
は
、
例
え

ば
英
国
で
も
ド
イ
ツ
や
米
国
で
も
、
有
名
大
学
は
い
ず
れ
も
小
村
に
あ
る
。
そ
こ
で
建
白
者
は
、
諸
県
学
校
を
政
府
が
「
恵
顧
扶
助
」
す

る
こ
と
、「
学
問
ヲ
好
メ
ル
極
メ
テ
幼
少
極
メ
テ
卑
賤
ナ
ル
人
ヲ
シ
テ
、
教
養
ヲ
受
ル
十
分
自
由
ノ
機
会
」
が
得
ら
れ
よ
う
に
す
る
こ
と
を

要
望
し
た
。

こ
の
米
国
人
教
師
と
は
、
中
村
正
直
『
自
由
之
理
』（
一
八
七
二
年
）
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
ク
ラ
ー
ク
（C

lark,E
dw

ard
W

arren

）

で
あ
る
こ
と
が
、
吉
野
作
造
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
７４
）
。
ま
た
ク
ラ
ー
ク
は
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が
「
勝
海
舟
の
求
め
に
応
じ
て
」

紹
介
し
た
「
無
二
の
親
友
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
７５
）
。「
建
白
」
の
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
ク
ラ
ー
ク
が
「
学
制
」
の
制
定
（
一
八
七
二
年
九
月

四
日
）
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
未
だ
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
建
白
」
の
文
中
に
、
良
く
出

来
る
生
徒
は
政
府
が
「
忽
チ
御
抜
用
」
す
る
の
で
「
学
校
ノ
風
俗
」
が
そ
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
貢
進
生
」

制
度
（
明
治
三
年
七
月
二
七
日
、
太
政
官
布
告
四
九
〇
号
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
学
制
」
自
体
は
、
結
果
的
に
は
実

現
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
東
京
集
中
の
制
度
で
は
な
く
、
文
部
省
が
教
育
行
政
を
一
手
に
引
き
受
け
は
す
る
も
の
の
（
第
一

章
「
全
国
ノ
学
政
ハ
之
ヲ
文
部
一
省
ニ
統
フ
」）、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
国
に
大
学
・
中
学
・
小
学
を
偏
り
な
く
公
平
に
、
つ
ま
り
画
一

的
に
散
在
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
。

そ
の
「
学
制
」
の
中
央
集
権
・
画
一
性
は
、
明
治
五
年
段
階
は
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
で
あ
る
「
絶
対
主
義
」
の
時
期
に
当
た

る
と
す
る
一
時
期
の
明
治
「
絶
対
主
義
」
論
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
小
松
周
吉
に
よ

（三十四）
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れ
ば
、「
学
制
」
の
半
封
建
的
側
面
に
お
い
て
「
中
央
集
権
的
画
一
主
義
の
教
育
」
が
、
そ
の
半
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
側
面
で
「
特
異
な
る
主
知

主
義
の
教
育
」
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
。
彼
の
見
解
で
は
、
近
代
日
本
の
教
育
制
度
は
「
教
育
勅
語
」
の
明
治
二
〇
年
代
に
確
立
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
「
学
制
」
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
（
７６
）
。

し
か
し
地
方
割
拠
こ
そ
が
封
建
制
度
の
特
徴
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、「
半
封
建
的
」
で
あ
れ
ば
な
ぜ
「
中
央
集
権
的
画
一
性
」
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
「
教
育
勅
語
」
の
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
「
半
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
側
面
」
が
消
え
て

〈
全
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
〉
と
な
れ
ば
、「
特
異
な
る
主
知
主
義
の
教
育
」
も
消
え
て
、「
自
主
性
」
を
認
め
「
知
性
の
開
発
」
を
意
味
す
る
「
主

知
主
義
」
が
要
求
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

「
学
制
」
前
文
は
、「
学
制
」
が
規
定
し
て
い
た
学
校
制
度
の
中
央
集
権
的
な
画
一
性
の
意
義
に
つ
い
て
積
極
的
に
主
張
す
べ
き
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
。

一
方
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ま
さ
し
く
「
絶
対
主
義
」
の
時
代
、
王
令
に
よ
っ
て
国
内
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
イ

エ
ズ
ス
会
の
手
を
離
れ
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
パ
リ
高
等
法
院
が
自
ら
監
督
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
の
調
査
特
別
委
員
四
名
が
任
命
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
の
一
人
ロ
ラ
ン
・
デ
ル
ス
ヴ
ィ
ル
は
、
一
七
六
八
年
五
月
一
三
日
、「
国
民
教
育
」
の
特
性
を
「
画
一
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
強

調
す
る
報
告
を
行
な
っ
て
い
た
。「
学
制
」
の
一
〇
〇
年
以
上
も
前
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
二
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、「
国
民
教
育
」
と
は
何
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
「
画
一
的
な
教
育
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
必
要
が

あ
る
か
と
言
え
ば
、「
と
り
わ
け
ご
く
幼
い
時
に
受
け
た
教
育
の
み
が
、
風
俗
、
風
習
、
習
慣
に
お
け
る
画
一
性
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
重
要
な
理
由
は
、「
生
ま
れ
に
よ
る
偏
見
を
脱
し
、
徳
や
正
義
に
対
す
る
同
じ
考
え
方
で
も
っ

と
自
ら
を
形
成
」
し
て
い
け
る
か
ら
で
あ
っ
た
（
７７
）
。

第
三
に
「
学
制
」
前
文
は
、
維
新
に
よ
っ
て
新
し
く
生
ま
れ
た
国
家
・
社
会
を
法
令
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
に
支
え
て
い
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け
る
人
間
を
つ
く
る
、
ま
た
そ
う
い
う
人
間
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
教
育
理
念
を
提
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
近
代
法
治
国
家
を

築
く
た
め
の
統
治
姿
勢
の
転
換
に
、
教
育
面
か
ら
呼
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
も
、〈
私
的
利
益

の
た
め
の
教
育
〉
と
い
う
理
念
を
採
用
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
表
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

近
代
公
教
育
制
度
が
構
築
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
国
民
づ
く
り
と
い
う
政
治
的
目
的
達
成
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ

の
目
的
は
、
上
か
ら
強
圧
的
な
命
令
に
よ
っ
て
も
実
現
可
能
で
は
あ
る
が
、
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
政
策
を
理
解
し
進
ん

で
服
従
し
て
く
れ
る
国
民
を
作
り
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

「
学
制
」
が
そ
う
い
う
意
図
を
最
初
か
ら
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
、「
学
制
」
前
文

と
政
府
の
隠
さ
れ
た
意
図
と
を
合
体
さ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、「
学
制
」
は
「
個
人
主
義
的
な
教
育
理
念
」
に
立

脚
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
「
国
家
的
効
用
を
軽
視
し
た
」
と
み
る
の
は
「
早
計
」
で
あ
る
と
か
（
井
上
久
雄
）、「
被
仰
出
書
」
は

「
富
国
強
兵
を
学
校
の
目
的
」
と
し
て
い
た
（
小
松
周
吉
）
と
か
、「
被
仰
出
書
」
は
政
府
と
一
体
化
し
て
い
た
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
の
「
ひ
き
写
し
」
で
あ
る
（
安
川
寿
之
輔
）
と
い
う
よ
う
に
。

し
か
し
、「
学
制
」
前
文
と
政
府
の
意
図
と
は
明
確
に
区
別
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
区
別
し
な
い
と
、〈
国
家
的
利
益
の
た

め
の
学
問
〉
が
〈
私
的
利
益
の
た
め
の
学
問
〉
に
転
換
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
事
実
そ
の
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
区
別
し
な
い
と
、「
学
制
」
前
文
の
特
徴
、
つ
ま
り
政
府
が
本
来
の
意
図
を
国
家
財
政
的
観
点
か
ら
意
識
的
に
隠
し
個
人
主
義
的
な
教

育
理
念
を
表
現
し
た
こ
と
が
鮮
明
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
プ
ラ
ッ
ト
は
、「
学
制
」
の
背
後
に
は
「
暗
黙
の
前
提
」

が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
日
本
国
民
を
国
家
目
標
へ
と
動
員
で
き
る
能
力
を
高
め
る
目
的
の
た
め
に
教
育
を
支
配
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
前

文
（th

e
P

ream
ble

）
が
「
国
家
の
た
め
の
学
問
」
を
批
判
し
て
い
る
の
は
「
皮
肉
（iron

ic

）
な
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
表
現
し
た
が
（
７８
）
、

む
し
ろ
〈
不
誠
実
〉
と
言
う
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

（三十六）
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従
来
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
学
制
」
の
隠
さ
れ
た
意
図
を
政
治
的
側
面
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
法
的
な
側
面
か
ら
論
じ
る
論
考
は
そ
う

多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
数
少
な
い
事
例
で
あ
る
石
戸
谷
哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』
は
、
民
衆
が
せ
め
て
「
触
書
」
く
ら
い
間
違
い
な

く
読
め
る
よ
う
に
し
な
い
と
、「
中
央
集
権
制
度
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
」
が
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
政
道
を
誤
解
し
た
り
流
言
に

迷
わ
さ
れ
た
り
し
て
政
権
の
土
台
を
脅
か
す
者
が
起
っ
て
く
る
危
険
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
た
（
７９
）
。

石
戸
谷
は
こ
の
こ
と
を
「
治
安
維
持
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
む
し
ろ
近
代
法
治
国
家
を
建
設
し
て
い
く
た
め
に
は
不
可
欠

で
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、「
学
制
」
制
定
の
当
時
に
は
、
未
だ
「
公
布
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
重
大
な
こ
と
を

指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
（
８０
）
。
現
在
な
ら
法
令
は
「
官
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
公
布
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て

初
め
て
法
令
理
解
の
た
め
に
必
要
な
「
伝
達
」
が
広
く
国
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
法

令
の
施
行
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
五
年
の
段
階
で
は
、
未
だ
法
令
の
意
義
を
理
解
し
て
そ
れ
を
遵
守
す
る
国
民
と
い

う
も
の
は
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
新
し
く
生
ま
れ
た
国
家
の
法
令
を
理
解
で
き
る
人
間
を
早
急
に
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
法
令
で
あ
る
「
学
制
」
の
前
文
は
何
も
語
ら
ず
、〈
私
的
利
益
の
た
め
の
教
育
〉
と
い
う
ま
っ
た
く
的
外

れ
の
教
育
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

中
国
古
代
の
裁
判
で
は
、
将
棋
の
駒
形
の
「
圭
」
と
い
う
玉
が
「
最
高
の
支
配
権
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
封
建
時
代
に

は
そ
の
形
を
真
似
た
「
高
札
」
が
「
法
令
の
力
の
偉
大
さ
」
を
示
し
（
８１
）
、
た
と
え
文
字
が
読
め
な
く
と
も
「
高
札
自
体
が
畏
敬
の
対
象
」

と
な
っ
た
（
８２
）
。
ま
た
「
高
札
」
は
、
内
容
の
簡
潔
さ
で
庶
民
に
「
親
し
み
」
を
与
え
る
一
方
、「
高
札
場
並
び
に
高
札
の
取
扱
い
に
見
ら
れ

た
厳
粛
さ
」
は
「
神
聖
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
場
所
」
と
の
考
え
や
「
法
に
対
す
る
畏
怖
心
」
を
抱
か
せ
、
結
果
的
に
「
遵
法
精
神
の
涵
養
に

貢
献
し
た
」
と
い
う
（
８３
）
。
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明
治
の
最
初
期
に
お
い
て
は
未
だ
こ
う
し
た
「
高
札
」
の
伝
統
が
残
存
し
て
い
た
が
、
や
が
て
「
明
治
六
年
前
後
の
中
央
集
権
的
国
家

機
構
の
建
設
過
程
」
に
お
い
て
「
法
を
理
解
す
る
人
民
像
」
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
８４
）
、
国
家
の
法
令
を
理
解
し
自
主
的
に
遵
守

す
る
こ
と
が
で
き
る
知
的
能
力
の
育
成
が
期
待
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
統
治
姿
勢
の
「
拠
ラ
シ
ム
べ
シ
、
知
ラ
シ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
」
か
ら

「
知
ラ
シ
ム
ベ
シ
、
拠
ラ
シ
ム
べ
シ
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。

初
代
文
部
大
輔
と
し
て
「
学
制
」
へ
の
地
な
ら
し
を
し
、
左
院
副
議
長
と
し
て
「
学
制
」
制
定
を
支
持
し
、
明
治
五
年
四
月
二
五
日
司

法
卿
と
な
っ
た
江
藤
新
平
は
、
同
年
一
一
月
二
八
日
に
は
司
法
省
達
第
四
六
号
に
よ
っ
て
主
体
的
人
民
観
を
打
ち
出
し
て
い
く
。
こ
の
達

は
、
太
政
官
布
告
や
諸
省
布
達
に
反
す
る
よ
う
な
行
政
を
す
る
地
方
官
や
戸
長
が
い
た
場
合
、「
各
人
民
」
が
地
方
裁
判
所
や
司
法
省
裁
判

所
へ
訴
訟
す
る
こ
と
な
ど
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
が
で
き
る
た
め
に
は
、
布
告
や
布
達
の
内
容
を
人
民
が
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
学
制
」
前
文
は
、
こ
う
い
う
統
治
姿
勢
の
転
換
に
呼
応
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
「
公
布
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
が
未
発
達
で
「
公
布
」
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
か
っ
た
こ
と
も

関
係
し
て
い
る
。
よ
う
や
く
明
治
六
年
二
月
二
四
日
に
な
っ
て
（
太
政
官
布
告
第
六
八
号
）、
布
告
の
「
発
令
」
ご
と
に
「
人
民
熟
知
」
の

た
め
凡
そ
三
〇
日
間
便
宜
の
地
に
お
い
て
「
掲
示
」
し
、
従
来
の
「
高
札
」
は
「
取
除
」
く
こ
と
が
達
せ
ら
れ
た
。
因
み
に
こ
の
措
置
に

よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
の
「
高
札
」
が
撤
去
さ
れ
、
結
果
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
黙
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
六

月
一
四
日
に
は
（
太
政
官
布
告
第
二
一
三
号
）、
各
府
県
へ
の
布
告
到
達
の
日
限
が
距
離
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
（
東
京
は
翌
日
、
鹿
児
島
一

七
日
、
宮
崎
県
二
一
日
）、
到
達
後
三
〇
日
間
の
「
掲
示
ノ
後
ハ
管
下
一
般
ニ
之
ヲ
知
リ
得
タ
ル
事
ト
看
做
候
」
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

「
公
布
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
「
学
制
」
の
場
合
は
未
だ
「
公
布
」
で
は
な
く
、「
凡
全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
條
例
ニ
係
ル
事
件
及
ヒ

勅
旨
特
例
等
ノ
事

件
ハ
太
政
官
ヨ
リ
之
ヲ
発
令
ス
」（
明
治
四
年
七
月
二
九
日
、
太
政
官
第
三
八
六
号
「
正
院
事
務
章
程
」）
に
よ
っ
て
「
発
令
」
さ
れ
た
こ

（三十八）
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と
に
な
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
発
令
」
あ
る
い
は
「
制
定
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
き
た
。「
学
制
」
は
「
公
布
」
で
は
な
く
未
だ
「
発
令
」

で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
、「
学
制
」
が
本
来
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
教
育
史
的
意
義
、
つ
ま
り
「
公
布
」
さ
れ
た
法
令
を
読
ん
で
理
解
で
き
る

人
間
を
こ
れ
か
ら
育
成
し
て
い
く
と
い
う
意
義
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
訳
で
、
近
代
国
家
の
出
発
点
に
お
い
て
新
政
府
が
語
る
べ
き
公
式
教
育
理
念
と
し
て
の
「
学
制
」
前
文
は
非
常
に
不
十

分
な
も
の
で
あ
り
、
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
自
立
的
・
独
立
的
な
思
考
の
で
き
る
人
間
の
育
成
が
語
ら
れ

て
い
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
研
究
書
も
あ
る
。

例
え
ば
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
日
本
史
研
究
者
Ａ
・
ゴ
ー
ド
ン
に
よ
る
「
学
制
」
紹
介
で
は
、
政
府
は
、
学
校
と
は
「
実
用
的
学
習
（prac-

tical
learn

in
g

）」
だ
け
で
は
な
く
「
自
立
的
思
考
（in

depen
den

t
th

in
kin

g

）」
を
奨
励
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
り
、

そ
し
て
人
々
は
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
「
国
家
に
仕
え
る
た
め
の
自
分
た
ち
自
身
の
道
」（th

eir
ow

n
w

ay
to

serve
th

e
S

tate

）
を
見
つ

け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（
８５
）
。

「
学
制
」
前
文
は
し
き
り
に
「
国
家
の
た
め
の
学
問
」
を
否
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
文
が
説
く
立
身
・
治
産
・
昌
業
を
「
国

家
に
仕
え
る
」
こ
と
に
直
結
さ
せ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
考
え
方
に
よ
る
の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
ま
た
「
自
立

的
な
思
考
」
と
い
う
の
が
前
文
の
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
の
か
も
、
気
に
な
る
。

ゴ
ー
ド
ン
の
書
に
は
そ
の
理
由
の
記
述
が
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
が
、
別
の
研
究
書
で
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

イ
サ
オ
・
ニ
シ
ハ
ラ
は
、「
学
制
」
前
文
の
精
神
と
し
て
「
功
利
主
義
（u

tilitarian
ism

）」「
自
己
決
定
な
い
し
独
立
独
行
（self-

determ
in

ation
or

self-relian
ce

）」「
国
民
教
育
楽
観
主
義
（optim

ism
abou

t
n

ation
aledu

cation

）」
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
「
自
己
決
定
」「
独
立
独
行
」
の
精
神
は
、「〔
前
文
で
は
〕
学
問
は
個
々
人
を
そ
の
人
生
に
お
い
て
自
立
的
に
さ
せ
る
も
の
と
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見
な
さ
れ
て
い
る
」（
８６
）
と
い
う
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
前
文
の
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
の
文
章
が
あ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、“people

in
gen

eralleavin
g

allelse
aside

m
u

st
m

ake
every

effort
to

apply
th

em
selves

to
learn

-

in
g”

で
あ
る
（
８７
）
。
そ
う
言
え
ば
倉
澤
剛
も
こ
の
個
所
に
つ
い
て
、「
学
費
を
官
に
た
よ
る
よ
う
で
は
自
主
独
立
の
学
風
は
そ
だ
た
な
い
。
自

ら
奮
っ
て
学
問
に
つ
く
心
が
ま
え
を
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
た
（
８８
）
。

こ
の
該
当
個
所
は
、
第
二
節
で
問
題
�
と
し
て
取
り
上
げ
た
前
文
末
尾
の
但
書
中
「
一
般
ノ
人
民
他
事
ヲ
抛
チ
自
ラ
奮
テ
必
ス
学
ニ
従

事
セ
シ
ム
ヘ
キ
様
心
得
ヘ
キ
事
」
で
あ
る
。
実
は
こ
の
文
章
も
非
常
に
読
み
取
り
に
く
く
、
次
の
よ
う
に
誤
読
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

�
一
般
の
人
民
は
、
自
分
の
子
ど
も
が
他
事
を
抛
ち
自
ら
奮
っ
て
必
ず
就
学
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
一
般
の
人
民
は
他
事
を
抛
ち
、
自
分
の
子
ど
も
が
自
ら
奮
っ
て
必
ず
就
学
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
一
般
の
人
民
は
他
事
を
抛
ち
自
ら
奮
っ
て
、
必
ず
就
学
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
シ
ハ
ラ
の
前
記
英
文
は
菊
池
大
麓
の
訳
文
を
使
っ
て
い
る
が
、「
人
民
一
般
」
自
身
が
「
他
事
ヲ
抛
チ
自
ラ
奮
テ
」
学
問
に
専
心
す
べ

き
で
あ
る
と
訳
し
て
お
り
、
倉
澤
剛
も
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
読
の
�
で
あ
る
。「
必
ス
学
ニ
従
事
セ
シ
ム
ヘ
キ
様

心
得
ヘ
キ
事
」
に
つ
な
が
る
文
脈
を
考
え
れ
ば
、
�
も
�
も
や
は
り
誤
読
で
あ
る
。
人
民
一
般
は
「
他
事
ヲ
抛
チ
自
ラ
奮
テ
」
自
分
の
子

ど
も
を
就
学
さ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
二
重
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
命
令
文
が
「
自
己
決
定
」「
独
立
独
行
」
の
精
神
の
根
拠

に
は
な
り
え
な
い
。
吉
田
熊
次
は
、「
す
べ
て
の
人
は
、
自
発
的
に
、
そ
の
子
ど
も
の
教
育
を
何
事
に
も
優
先
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」（every

m
an

sh
all,of

h
is

ow
n

accord,su
bordin

ate
all

oth
er

m
atter

to
th

e
edu

cation
of

h
is

ch
ildren

）
と
適
切
に
訳
し
て
い
て
、

こ
こ
で
も
原
文
に
忠
実
で
あ
る
。
但
書
に
は
こ
れ
以
外
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
既
述
の
よ
う
に
文
部
省
は
但
書
全
体
を
削
除

し
て
英
訳
し
て
い
た
。

「
学
制
」
前
文
か
ら
強
い
て
「
独
立
独
行
」
に
関
す
る
語
句
を
探
せ
ば
、
冒
頭
の
「
自
ラ
其
身
ヲ
立
テ
」
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
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か
し
す
ぐ
後
に
治
産
・
昌
業
が
続
い
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て
も
経
済
的
な
意
味
に
し
か
取
れ
な
い
。「
学
制
」
前
文
は
、
本
来
は
国
民
の

「
自
立
的
思
考
」
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
代
わ
り
「
学
制
」
前
文
は
、〈
国
家
の
為
の
教
育
〉
そ
し
て
〈
教
育
費
の
国
家
依
存
〉
を
二
度
に
わ
た
っ
て
否
定
す
る
た
め
に
、〈
私

的
利
益
の
た
め
の
教
育
〉
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
小
松
周
吉
は
早
く
に
、
明
治
五
年
九
月
二
八
日
の
第
一
大
学
区
第
一
番
中
学
学
長
の

生
徒
へ
の
「
掲
示
文
」（
文
部
省
布
達
・
番
外
）
を
取
り
上
げ
、「
一
種
の
投
資
事
業
で
あ
る
と
す
る
特
異
な
る
学
校
観
」
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
た
（
８９
）
。
同
掲
示
文
は
、
品
物
を
買
う
に
は
代
価
を
払
わ
な
く
て
は
「
私
有
品
」
と
は
な
ら
ず
、「
私
有
品
」
と
な
ら
な
く
て
は
そ
れ

を
売
却
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
教
育
」
も
ま
た
同
じ
で
生
徒
が
価
値
を
払
わ
ず
に
「
其
財
本
ヲ
私
有
シ
テ
可
ナ
ラ
ン

ヤ
是
受
業
料
ノ
ア
ル
所
以
ナ
リ
」
と
の
論
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
学
制
」
前
文
が
述
べ
る
「
学
問
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
財
本
」
は
、「
自
分
自
身
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
資
本
」（th

e
capital

for
raisin

g

on
e’s

self

）（
菊
池
大
麓
）
と
か
、「
人
生
の
成
功
へ
の
鍵
」（th

e
key

to
su

ccess
in

life

）（
吉
田
熊
次
）
と
訳
さ
れ
、
確
か
に
字
義
通

り
の
教
育
投
資
論
の
主
張
で
あ
っ
た
。

未
だ
に
競
争
主
義
・
新
自
由
主
義
の
教
育
政
策
が
幅
を
利
か
す
現
代
は
、「
学
制
」
前
文
の
呪
縛
か
ら
ほ
と
ん
ど
抜
け
出
せ
て
い
な
い
。

あ
る
い
は
、
日
本
の
国
際
的
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、「
功
利
主
義
」（
し
か
し
公
共

福
祉
と
い
う
観
点
は
欠
い
た
）
は
「
現
在
」
に
お
い
て
も
な
お
日
本
教
育
の
「
本
質
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は

出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
と
め

本
稿
に
お
い
て
は
、「
学
制
」
を
準
備
し
た
学
制
取
調
掛
の
メ
ン
バ
ー
が
、
な
ぜ
自
分
た
ち
の
仕
事
に
関
す
る
記
録
を
あ
ま
り
残
さ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
主
と
し
て
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。

一

学
制
取
調
掛
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
「
学
制
」
起
草
に
関
す
る
具
体
的
記
録
と
し
て
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
唯
一
の
史
料
で
あ
る
瓜
生
寅

の
漢
詩
（
任
命
時
お
よ
び
辞
任
時
の
二
篇
）
に
よ
れ
ば
、
学
制
取
調
掛
が
責
任
感
を
も
っ
て
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
仕
事

を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
こ
と
、
当
初
の
〈
国
家
的
利
益
の
た
め
の
教
育
〉
と
い
う
理
念
が
最
終
的
に
は
〈
私
的
利
益
の
た
め
の
教
育
〉

と
い
う
理
念
に
転
換
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
瓜
生
は
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
も
し
学
制
取
調
掛
の
状
況
が
漢
詩
に
描
か
れ
て

い
た
通
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
「
学
制
」
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
理
由
が
よ
く
分
か
る
。

二

従
っ
て
「
学
制
」
に
は
条
文
上
の
齟
齬
・
不
統
一
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、「
必
ス
邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学

ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス
」
と
い
う
有
名
な
句
を
持
つ
そ
の
前
文
に
も
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

実
は
多
く
の
文
言
上
お
よ
び
内
容
上
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。

三

「
学
制
」
前
文
の
文
章
上
・
内
容
上
の
諸
問
題
は
、
英
訳
さ
れ
た
前
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
当
時

の
文
部
省
自
体
、
前
文
の
英
訳
に
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

四

明
治
新
政
府
は
〈
学
費
を
国
家
に
依
存
す
る
な
〉
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
学
制
」
前
文
で
〈
私
的
利
益
の
た
め
の
教
育
〉

と
い
う
考
え
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
た
め
に
本
来
な
ら
前
文
で
主
張
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
諸

理
念
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
公
共
利
益
の
た
め
の
教
育
で
あ
る
。「
学
制
」
条
文
で
の
教
育
費
負
担
の
原
則
は
、
学
区
負
担
つ
ま
り
公
共

（四十二）
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負
担
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
全
国
的
・
画
一
的
教
育
制
度
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
を
「
学
制
」
条
文
は
計
画
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
第
三
は
、
法
令
を
理
解
し
て
新
国
家
を
積
極
的
に
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
育
成
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
法

治
国
家
を
構
築
す
る
う
え
で
の
教
育
面
か
ら
の
任
務
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
一
九
〇
七
年
。『
明
治
後
期
産
業
発
達
史
資
料
』
第
七
三
二
巻
、
龍
渓
書
舎
、
二
〇
〇
四
年
、
七
頁
、

五
三
頁
。

（
２
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
百
官
履
歴
・
二
』
一
九
二
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
覆
刻
、
一
九
七
三
年
、
五
二
六
頁
。

（
３
）
平
田
祥
彦
「『
唱
歌
』『
奏
楽
』
の
教
科
目
が
『
学
制
章
程
』
成
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
時
期
の
特
定
」『
音
楽
教
育
史
研
究
』
第
一
二

号
、
二
〇
〇
九
年
。

（
４
）
山
口
梧
郎
『
長
谷
川
泰
先
生
小
伝
』
一
九
三
五
年
、
大
空
社
伝
記
叢
書
、
一
九
九
四
年
。

（
５
）
澤
大
洋
「
文
部
官
吏
河
津
祐
之
の
人
間
と
政
治
思
想
の
形
成
」『
東
海
大
学
紀
要
（
政
治
経
済
学
部
）』
第
二
五
号
、
一
九
九
三
年
。

（
６
）『
新
潟
県
大
百
科
事
典
・
下
』（
新
潟
日
報
事
業
社
、
一
九
七
七
年
）、『
新
潟
県

人
物
・
人
材
情
報
リ
ス
ト
２
０
０
９
』（
日
外
ア
ソ

シ
ェ
ー
ト
、
二
〇
〇
八
年
）。『
越
佐
維
新
志
士
事
略
』（
越
佐
徴
古
館
、
一
九
二
二
年
）、『
新
潟
県
人
名
辞
書
』（
同
編
纂
事
務
所
、

一
九
四
一
年
）、
牧
田
利
平
編
『
越
佐
人
物
誌
』（
野
島
出
版
、
一
九
七
二
年
）
で
は
、「
文
部
省
中
督
学
」
し
か
関
連
記
述
は
な
い
。

茶
話
主
人
『
維
新
後
に
於
け
る
名
士
の
逸
談
』（
交
友
館
、
一
八
九
九
年
）
な
ど
に
も
、
法
学
者
・
判
事
と
し
て
の
紹
介
は
あ
る
が
学

制
取
調
掛
と
し
て
は
な
い
。
な
お
「
訥
」
の
読
み
に
は
「
お
そ
し
」「
と
つ
」
の
説
も
あ
る
が
、
西
潟
の
大
木
喬
任
宛
の
書
簡
（
明
治
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三
年
六
月
一
七
日
付
、
明
治
四
年
五
月
七
日
付
）
で
は
「
い
た
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
佐
々
木
隆
「�
大
木
喬
任
関
係
文
書
�
所
収

司
法
・
検
察
関
係
者
書
翰
翻
刻
」『
参
考
書
誌
研
究
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
三
九
頁
、
四
〇
頁
）。

（
７
）
前
掲
『
百
官
履
歴
・
二
』
五
二
九
頁
。

（
８
）
秋
元
信
英
「
内
田
正
雄
の
履
歴
と
史
料
」『
国
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
９
）
安
部
季
雄
編
『
男
爵
辻
新
次
翁
』
一
九
四
〇
年
、
大
空
社
伝
記
叢
書
、
一
九
八
七
年
、
一
二
二
頁
。

（
１０
）
関
口
直
佑
「
明
治
初
年
の
文
部
行
政
と
辻
新
次
」
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
科
『
社
学
研
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
九
年
九

月
。

（
１１
）
前
掲
『
男
爵
辻
新
次
翁
』
三
三
六
頁
。
な
お
、
海
外
留
学
生
・
神
官
僧
侶
学
校
・
学
科
卒
業
證
書
に
関
す
る
「
学
制
二
編
」
の
布

達
は
、
明
治
六
年
三
月
一
八
日
。

（
１２
）
国
民
教
育
奨
励
会
『
教
育
五
十
年
史
』
一
九
二
二
年
、
三
四
頁
〜
三
五
頁
。

（
１３
）
倉
澤
剛
『
学
制
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）
で
は
、
文
部
省
・
司
法
省
・
外
務
省
な
ど
の
文
書
、
外
国
学
制
の
翻
訳
、
規

則
書
の
取
寄
せ
、
調
査
員
の
派
遣
な
ど
か
ら
、「
学
制
」
が
大
い
に
外
国
学
制
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
（
三
四
二
〜

三
六
八
頁
）。

（
１４
）
寺
�
昌
男
「
学
制
・
教
育
令
と
外
国
教
育
法
の
摂
取
」
日
本
教
育
法
学
会
編
『
講
座

教
育
法
７
』（
世
界
と
日
本
の
教
育
法
）
総
合

労
働
研
究
所
、
一
九
八
〇
年
、
一
四
三
頁
。

（
１５
）
川
本
亨
二
「
明
治
維
新
期
の
科
学
啓
蒙
と
『
学
制
』」
日
本
大
学
教
育
学
会
『
教
育
学
雑
誌
』
第
二
八
号
、
一
九
九
四
年
。

（
１６
）
中
島
市
三
郎
「
学
制
の
内
容
と
制
定
の
動
機
に
就
て
―
吉
田
博
士
の
説
を
駁
す
」『
教
育
学
術
界
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
一
九
二
九

年
一
一
月
。

（四十四）
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（
１７
）
倉
澤
剛
、
前
掲
『
学
制
の
研
究
』
四
〇
四
頁
。

（
１８
）
他
に
も
「
学
制
五
篇
ヲ
草
シ
テ
上
ル
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
皇
太
子
御
成
婚
贈
位
内
申
事
蹟
書
二
十
三
』
大
正
一
三
年
）
や
、
外

国
模
倣
で
な
い
こ
と
を
意
識
的
に
強
調
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
顕
彰
文
が
あ
る
。「
明
治
五
年
文
部
少
丞
ニ
任
ジ
侍
読
ヲ
兼
ヌ
未
ダ
佛

國
学
制
ノ
翻
訳
セ
ラ
レ
ザ
ル
ニ
先
立
チ
広
瀬
淡
窓
ノ
咸
宜
園
ノ
塾
制
ヲ
根
抵
ト
シ
テ
新
時
代
ニ
最
モ
適
応
ス
ル
新
進
ノ
『
学
制
五
篇
』

ヲ
草
シ
テ
之
ヲ
上
ル
今
日
ノ
学
制
主
ト
シ
テ
之
ニ
拠
ツ
テ
成
ル
」「
学
制
々
定
ノ
功
ハ
実
ニ
三
洲
ニ
ヨ
リ
之
ガ
実
践
大
半
ノ
功
モ
マ
タ

三
洲
ニ
依
ル
ト
云
フ
ベ
シ
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
昭
和
大
礼
贈
位
書
類
第
七
冊
』）。

（
１９
）
中
島
の
こ
の
論
考
は
副
題
が
示
す
よ
う
に
、「
学
制
の
制
定
に
関
す
る
動
機
に
就
て
は
、
未
だ
確
実
な
る
資
料
を
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
其
の
内
容
は
主
と
し
て
仏
蘭
西
の
制
度
に
拠
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
す
る
吉
田
熊
次
『
本
邦
教
育
史
概
説
』

（
目
黒
書
店
、
一
九
二
二
年
）
へ
の
反
論
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
『
教
育
学
術
界
』
の
第
五
五
巻
第
二
号
（
一
九
二
七
年
五
月
）
に
原

田
実
「『
学
制
』
創
生
に
就
い
て
の
一
考
察
」
が
掲
載
さ
れ
、「
皇
国
主
義
の
精
神
」
が
消
え
「
誓
文
五
条
の
精
神
」
に
基
づ
く
「
開

化
主
義
」
の
「
欧
米
模
倣
の
教
育
法
令
」
が
生
ま
れ
た
経
緯
が
考
察
さ
れ
て
い
た
。
中
島
は
こ
ち
ら
は
読
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

（
２０
）
古
川
哲
史
『
広
瀬
淡
窓
』
思
文
閣
、
一
九
七
二
年
、
三
〇
頁
〜
三
一
頁
。

（
２１
）
佐
村
八
郎
『
増
訂

国
書
解
題
・
下
』
六
合
館
、
一
九
二
六
年
、
二
〇
八
二
頁
。

（
２２
）
長
壽
吉
は
『
概
観
西
洋
通
史
』（
一
九
四
〇
年
）『
近
世
欧
州
史
研
究
』（
一
九
四
四
年
）『
英
国
婦
人
政
権
運
動
史
』（
一
九
四
七
年
）

な
ど
の
著
書
が
あ
る
西
洋
史
学
者
で
、
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
当
時
は
学
習
院
教
授
で
あ
っ
た
。『
東
西
南
北
人
』（
第
一
書

房
、
一
九
三
六
年
）
の
中
の
「
学
制
由
来
」
で
は
、「
学
制
起
草
に
多
く
関
係
し
た
私
の
父
が
、
咸
宜
園
塾
出
身
者
で
あ
る
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
る
」
と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
さ
れ
て
い
る
（
四
三
頁
〜
四
四
頁
）。

（
２３
）
中
島
三
夫
『
長
三
洲
』
個
人
発
行
、
一
九
七
九
年
、
二
三
五
頁
。
な
お
同
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、『
学
制
八
十
年
史
』『
学
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制
百
年
史
』
と
い
う
大
著
中
に
も
広
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
の
文
字
が
な
い
こ
と
に
発
憤
し
執
筆
を
期
し
た
と
い
う
。

（
２４
）
井
上
義
巳
『
広
瀬
淡
窓
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
二
四
八
頁
。

（
２５
）
倉
澤
剛
、
前
掲
『
学
制
の
研
究
』
四
〇
六
頁
。
長
に
は
、
明
治
四
年
一
〇
月
こ
ろ
と
推
測
さ
れ
る
大
木
文
部
卿
宛
の
「
学
制
改
革

要
項
（
仮
題
）」
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
（
同
書
、
三
七
九
頁
）。

な
お
「
学
制
」
の
条
文
を
各
項
目
ご
と
に
整
理
再
構
成
し
た
長
冰
編
輯
『
学
制
一
覧
』
に
つ
い
て
、
編
者
の
長
冰
は
長
�
の
実
弟

で
文
部
省
出
仕
、
編
纂
時
期
は
明
治
六
年
三
月
一
八
日
か
ら
二
八
日
の
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
内
海
崎
貴

子
・
安
藤
隆
弘
「『
学
制
一
覧
』
に
関
す
る
研
究
」『
川
村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
四
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）。
同
様
の
先

行
研
究
で
あ
る
多
田
建
次
「
長
冰
編
輯
『
学
制
一
覧
』」（
玉
川
大
学
文
学
部
紀
要
『
論
叢
』
第
二
八
号
、
一
九
八
七
年
）
に
よ
れ
ば
、

「
学
制
」
起
草
者
が
長
�
一
人
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
長
が
そ
の
作
業
に
深
く
関
係
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
「
な
に
よ
り
も

こ
の
小
冊
子
の
存
在
が
雄
弁
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
し
か
し
長
の
実
弟
が
職
務
と
し
て
編
集
し
た
小
冊
子
が
存
在
す
る

か
ら
と
い
っ
て
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

（
２６
）
中
島
三
夫
編
著
『
三
洲
長
�
著
作
選
集
』
中
央
公
論
事
業
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
頁
。

（
２７
）
同
前
書
、
二
七
頁
。

（
２８
）
同
前
書
、
一
四
二
頁
。

（
２９
）
な
お
『
三
洲
長
�
著
作
選
集
』
に
は
、「
学
制
の
細
則
に
関
す
る
専
門
的
な
質
疑
・
検
討
の
跡
を
示
す
」
明
治
五
年
大
木
喬
任
文
部

卿
宛
書
簡
（
国
会
図
書
館
所
蔵
「
大
木
喬
任
文
書
」
分
類
番
号258-4
）
も
収
録
さ
れ
て
い
て
（
一
四
二
頁
〜
一
四
三
頁
）、「
そ
の
内

容
と
迫
力
は
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
」（
二
七
頁
）
と
い
う
。
し
か
し
内
容
は
、
文
部
省
編
輯
寮
（
明
治
四
年
九
月
一
八
日
〜
明
治
五

年
九
月
一
三
日
）
の
事
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
倉
澤
剛
『
学
制
の
研
究
』
で
は
、
明
治
四
年
九
月
下
旬
か
ら
一
〇
月
上
旬
に
か

（四十六）
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け
て
の
も
の
と
考
証
さ
れ
て
い
る
（
七
〇
八
頁
〜
七
〇
九
頁
）。

（
３０
）
瓜
生
寅
『
梅
村
枯
葉
集
』
写
本
（
福
井
大
学
所
蔵
）
の
巻
末
付
属
資
料
。「
履
歴
」
の
末
尾
に
「
以
上
自
筆
」
と
あ
る
。

（
３１
）
山
下
英
一
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本
』
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
五
年
、
三
〇
五
頁
〜
三
〇
七
頁
。

（
３２
）
前
掲
『
学
制
の
研
究
』
三
九
一
頁
。

（
３３
）
伊
藤
弥
彦
編
『
日
本
近
代
教
育
史
再
考
』
昭
和
堂
、
一
九
八
六
年
、
四
二
頁
。

（
３４
）
山
下
英
一
、
前
掲
書
、
三
〇
八
頁
。

（
３５
）『
縮
印
百
衲
本
二
十
四
史

新
唐
書
』
商
務
印
書
館
、
発
行
年
記
載
な
し
、
一
三
九
四
頁
。

（
３６
）
鈴
木
寅
雄
訳
注
『
杜
甫
全
詩
集
�
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
、
三
六
五
頁
〜
三
六
六
頁
、
鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
『
漢

詩
名
句
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
一
頁
〜
一
一
二
頁
、
参
照
。

（
３７
）
瓜
生
の
漢
詩
二
編
に
関
し
て
は
、
本
学
法
学
部
の
林
宏
作
教
授
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。
な
お
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
意
味
の
通

じ
な
い
個
所
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
押
韻
お
よ
び
平
仄
と
い
っ
た
漢
詩
の
基
本
原
則
と
い
う
点
で
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
。

（
３８
）
教
育
史
編
纂
会
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
�
』
龍
吟
社
、
一
九
三
八
年
、
二
七
六
頁
。

（
３９
）R

on
ald

S.A
n

derson
,E

d
u

cation
in

Japan
,A

C
en

tu
ry

of
M

od
ern

D
evelopm

en
t,U

.S.D
epartm

en
t

of
H

ealth
,

E
du

cation
,an

d
W

elfare,1975,p.21.

（
４０
）H

erbert
P

assin,S
ociety

an
d

E
d

u
cation

in
Japan

,T
each

ers
C

ollege-C
olu

m
bia

U
n

iversity,1965,pp.209-210.

（
４１
）
実
際
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
の
英
訳
は
非
常
に
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
。H

en
ry

D
yer,

D
ai

N
ippon

-th
e

B
ritain

of
th

e

E
ast,B

lackie
&

S
on

,1904,pp.82-83.

（
４２
）Japan

ese
E

du
cation

-T
h

e
O

fficial
D

ecree,T
h

e
N

ew
-York

T
im

es,M
ar.15,1873,p.9.

（四十七）
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（
４３
）
明
治
五
年
一
一
月
二
八
日
、
司
法
省
達
第
四
六
号
中
の
「
各
人
民
」
の
割
注
に
も
、「
華
士
族
卒
平
民
ヲ
併
セ
称
ス
」
と
あ
る
。

（
４４
）H

en
ry

D
yer,ibid

,1904,p.82.
（
４５
）K

iku
tiD

airoku,Japan
ese

E
d

u
cation

-lectu
res

d
elivered

in
th

e
U

n
iversity

ofL
on

d
on

,Joh
n

M
u

rray,1909,p.68.

（
４６
）N

itobe
an

d
oth

ers,W
estern

In
flu

en
ces

in
M

od
ern

Japan
,T

h
e

U
n

iversity
of

C
h

icago
P

ress,1931,p.34.

（
４７
）Japan

ese
D

epartm
en

t
of

E
du

cation
,A

n
O

u
tlin

e
H

istory
of

Japan
ese

E
d

u
cation

-P
repared

for
th

e
P

h
ilad

el-

ph
ia

In
tern

ation
al

E
xh

ibition
,D

.A
ppleton

,1876,p.124.

（
４８
）P

rogress
in

Japan
,T

h
e

N
ew

-York
T

im
es,A

pr.2,1873,p.4.

（
４９
）
石
川
松
太
郎
編
『
往
来
物
分
類
目
録
並
に
解
題
・
一
』
東
京
法
令
出
版
、
一
九
八
六
年
、
六
頁
。

（
５０
）
河
田
敦
子
編
著
・
加
藤
時
男
翻
刻
『
幕
末
明
治
の
女
性

内
藤
ま
す
の
生
涯
と
そ
の
教
養
形
成
過
程
』
お
茶
の
水
女
子
大
学
グ
ロ
ー
バ

ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
格
差
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
人
間
発
達
科
学
の
創
成
」、
二
〇
一
〇
年
三
月
。「
伊
藤
ま
す
」
は
、
山
梨
県
女
子

教
育
の
先
駆
者
。

（
５１
）B

rian
P

latt,B
u

rn
in

g
an

d
B

u
ildin

g

―S
ch

oolin
g

an
d

S
tate

F
orm

ation
in

Japan
,1750-1890,

H
arvard

U
n

i-

versity
A

sia
C

en
ter,2004,p.134,p.290.

後
者
に
関
す
る
指
摘
は
、T

im
oth

y
M

itch
ell,C

olon
izin

g
E

gypt

（N
ew

York

U
n

iversity
P

ress,1989

）
に
基
い
て
い
る
。

（
５２
）Japan

,B
lackw

ood
’s

E
d

in
bu

rgh
M

agazin
e,S

ep.1872,p.382.

こ
の
論
説
はT

h
e

T
im

es,S
ep.5,1872,p.8

に
転

載
。

（
５３
）E

du
cation

in
th

e
E

ast
,T

h
e

N
ew

-York
T

im
es,M

ay
25,1875.

（
５４
）T

h
e

old
edu

cation
,T

h
e

Japan
W

eekly
M

agazin
e,Jan

.10,1874,p.21.

（四十八）
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（
５５
）F

em
ale

edu
cation

,T
h

e
Japan

W
eekly

M
agazin

e,F
eb.7,1874,p.100.

無
署
名
の
こ
れ
ら
の
評
論
が
グ
リ
フ
ィ
ス
の

も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
外
国
人
か
ら
見
た
『
学
制
』（
明
治
五
年
）」
参
照
。

（
５６
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ル
ビ
ン
ジ
ャ
ー
、
川
村
肇
訳
『
日
本
人
の
リ
テ
ラ
シ
ー
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
二
二
八
頁
。

（
５７
）
吉
田
の
訳
の
忠
実
さ
は
、
こ
の
言
葉
に
続
く
「
動
モ
ス
レ
ハ
国
家
ノ
為
ニ
ス
ト
唱
ヘ
」
を
、“w

ere
apt

to
claim

it
to

be
for

th
e

state”
と
、「
動
モ
ス
レ
ハ
」
ま
で
訳
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
た
。
な
お

前
掲H

erbert
P

assin

の
著
書
の
史
料
集

の
「
学
制
」
に
は
、
吉
田
訳
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
５８
）
土
屋
忠
雄
『
明
治
前
期
教
育
政
策
史
の
研
究
』
文
教
図
書
、
一
九
六
二
年
、
五
六
頁
。

（
５９
）
倉
澤
剛
『
小
学
校
の
歴
史
・
Ⅰ
』
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
一
九
六
三
年
、
二
六
七
頁
。

（
６０
）
倉
澤
剛
『
学
制
の
研
究
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
、
四
五
三
頁
。

（
６１
）
井
上
久
雄
『
学
制
論
考
』
風
間
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
六
五
頁
〜
一
六
六
頁
。

（
６２
）
同
前
書
、
一
六
三
頁
。

（
６３
）
同
前
書
、
一
六
四
頁
。

（
６４
）
倉
澤
剛
、
前
掲
『
学
制
の
研
究
』
四
三
一
頁
。

（
６５
）
同
前
書
、
四
五
八
頁
。

（
６６
）
尾
形
利
雄
「
明
治
初
期
国
民
教
育
理
念
に
関
す
る
考
察
―
「
学
制
」
制
定
の
思
想
的
背
景
」
上
智
大
学
『
ソ
フ
ィ
ア
』
第
二
〇
巻

第
三
号
、
一
九
七
一
年
一
一
月
、
一
八
頁
〜
一
九
頁
。

（
６７
）Japan,T

h
e

N
ew

-York
T

im
es,D

ec.6,1873,p.3.

な
お“h

e
th

at
w

an
dereth

ou
t

ofth
e

w
ay

ofu
n

derstan
din

g
sh

all

rem
ain

in
th

e
con

gregation
of

th
e

dead”

に
相
当
す
る
儒
教
の
格
言
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
が
、
似
た
意
味
内
容
の
事
例
に

（四十九）
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し
ょ
う

は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
学
ば
ざ
れ
ば
牆
〔
垣
・
屏
〕
に
面
す
」（『
書
経
』
周
官
）「
学
べ
ば
則
ち
固
な
ら
ず
」（『
論
語
』

学
而
）「
人
に
し
て
学
ば
ざ
れ
ば
憂
い
無
し
と
雖
も
禽
た
る
を
如
何
せ
ん
」（
揚
雄
『
法
言
』
学
行
）「
学
は
人
と
為
る
所
以
を
学
ぶ
」

（
張
載
『
張
子
語
録
』
中
）
な
ど
。

（
６８
）H

u
ge

L
.K

een
leyside

&
A

.F.T
h

om
as,H

istory
of

Japan
ese

E
d

u
cation

an
d

P
resen

t
E

d
u

cation
al

S
ystem

,T
h

e

H
oku

seido
P

ress,1937,p.87.

（
６９
）H

erbert
P

assin
,ibid

,
p.69,p.210.

（
７０
）
荒
井
明
夫
編
『
近
代
日
本
黎
明
期
に
お
け
る
「
就
学
告
諭
」
の
研
究
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
。

（
７１
）
そ
う
い
う
「
進
化
の
概
念
」
か
ら
「
学
制
」
を
評
価
す
れ
ば
、
そ
の
実
施
結
果
は
一
勝
（
親
や
子
の
反
就
学
は
功
利
主
義
的
行
動
）

一
敗
（
画
一
性
は
功
利
主
義
に
反
し
問
題
）
一
引
分
（
西
洋
偏
重
教
育
内
容
は
「
実
学
」
を
誤
解
し
た
も
の
の
責
任
で
「
学
制
」
の

責
任
で
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
学
制
」
は
「
失
敗
」
し
た
の
で
は
な
く
「
見
込
み
の
有
っ
た
政
策
」
で
あ
っ
た
（
角
谷
昌

則
「
学
制
再
考
―
近
代
科
学
主
義
の
実
験
場
と
し
て
の
学
制
改
革
」
東
京
大
学
教
育
学
研
究
科
教
育
学
研
究
室
『
研
究
室
紀
要
』
二

九
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）。
た
だ
一
勝
一
敗
一
引
分
け
と
い
う
結
果
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
論
理
的
一
貫
性
」
が
保
た

れ
る
の
か
疑
問
が
残
る
。

（
７２
）
森
田
尚
人
「
伊
澤
修
二
の
『
進
化
原
論
』
と
『
教
育
学
』
を
読
む
―
明
治
初
期
教
育
学
と
進
化
論
」
滋
賀
大
学
『
彦
根
論
叢
』
第

三
八
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
参
照
。「
学
制
」
を
当
時
の
「
世
界
的
な
同
時
代
性
」
に
お
い
て
読
む
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

（
７３
）「
静
岡
県
在
留
ノ
米
国
教
師
ヨ
リ
文
部
省
ヘ
建
白
セ
シ
概
略
」『
新
聞
雑
誌
』
第
六
八
号
、
明
治
五
年
一
一
月
、
二
葉
〜
四
葉
。
全

文
が
吉
野
作
造
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
（
注
７４
）、
引
用
は
そ
れ
に
よ
る
。

（五十）
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（
７４
）
吉
野
作
造
「
静
岡
学
校
の
教
師
ク
ラ
ー
ク
先
生
」『
新
旧
時
代
』
一
九
二
七
年
二
月
号
。

（
７５
）
金
子
忠
史
「
グ
リ
フ
ィ
ス
と
日
本

そ
の
一
」『
京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
�
』
一
九
六
六
年
三
月
。

（
７６
）
小
松
周
吉
「
明
治
絶
対
主
義
の
教
育
精
神
―
学
制
を
中
心
と
し
て
み
た
そ
の
成
立
過
程
」『
教
育
学
研
究
』
第
一
九
巻
第
一
号
、
一

九
五
二
年
五
月
）。
小
松
周
吉
「
明
治
五
年
「
学
制
」
に
お
け
る
進
歩
性
と
そ
の
限
界
」『
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
』（
第
一
巻
第
一

号
、
一
九
五
二
年
一
一
月
）
で
も
、
教
育
内
容
の
革
新
性
と
教
育
行
政
の
極
端
な
る
中
央
集
権
性
と
い
う
矛
盾
に
「
学
制
」
の
進
歩

性
の
限
界
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
中
央
集
権
制
が
「
封
建
的
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
７７
）
以
上
、
天
野
知
恵
子
『
子
ど
も
と
学
校
の
世
紀
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
三
頁
〜
一
〇
五
頁
。

（
７８
）B

rian
P

latt,ibid
,p.133.

（
７９
）
石
戸
谷
哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』
講
談
社
、
一
九
七
二
年
、
一
六
頁
。

（
８０
）
こ
の
こ
と
に
関
し
、
森
田
智
幸
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
）
か
ら
、
岩
谷
十
郎
「
明
治
太
政
官
期
法
令
の
世
界
」（
国

立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
調
査
資
料2006-1

』「
日
本
法
令
索
引
〔
明
治
前
期
編
〕
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
の
た
め
に
」

解
説
）
の
存
在
と
と
も
に
教
示
を
受
け
た
。

（
８１
）
中
村
直
勝
『
日
本
古
文
書
学
・
上
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
七
一
八
頁
。

（
８２
）
瀬
田
勝
哉
「
神
判
と
検
断
」『
日
本
の
社
会
史
�
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
六
三
頁
。

（
８３
）
服
藤
弘
司
「
高
札
の
意
義
」『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
・
法
経
篇
』
第
一
〇
号
、
一
九
六
二
年
、
三
三
頁
〜
三
四
頁
。

（
８４
）
岡
田
昭
夫
「
明
治
法
令
伝
達
考
（
４
）」『
東
京
医
科
大
学
紀
要
』
二
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
頁
。

（
８５
）A

n
drew

G
ordon

,A
M

od
ern

H
istory

of
Japan

,2.edition
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n
iversity

P
ress,2009,p.67.
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）Isao

N
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d

u
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（五十一）

「学制」前文（明治五年）の再検討
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U
n

iversity,1972,p.137.
（
８７
）Isao

N
ish

ih
ara,ibid

,p.127.

な
お
同
書
に
は
、“teragoya”

（
寺
子
屋
）“Ish

iboku
ra”

（
石
黒
子
〈
爵
〉）“T

su
m

eo

T
ora”

（
瓜
生
寅
）
と
い
っ
た
誤
表
記
の
他
、
初
等
学
校
が
六
年
制
で
下
級
小
学
・
上
級
小
学
が
そ
れ
ぞ
れ
三
年
制
（ibid

,p.154

）

で
あ
る
と
か
、
神
官
僧
侶
学
校
が
神
官
僧
侶
の
「
養
成
（train

in
g

）」
所
（ibid

,p.159

）
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、「
学
制
」
に
関
す

る
基
本
的
情
報
の
間
違
い
が
あ
る
（
尋
常
小
学
は
八
年
制
、
神
官
僧
侶
学
校
は
神
官
僧
侶
に
よ
る
学
校
）。

（
８８
）
倉
澤
剛
『
小
学
校
の
歴
史
・
Ⅰ
』
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
一
九
六
三
年
、
二
六
七
頁
。『
学
制
の
研
究
』
四
五
三

頁
。

（
８９
）
小
松
周
吉
、
前
掲
「
明
治
絶
対
主
義
の
教
育
精
神
」。
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